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午前10時00分 開議 

（出席議員数18名） 

───────────────────────── 

開  議  宣  告 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） これより本日の会議を開きます。 

───────────────────────── 

会議録署名議員の指名 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 本日の会議録署名議員には、 

広 瀬 寛 人 君 

天 日 公 子 君 

を御指名申し上げます。 

───────────────────────── 

日程第１ 市政に関する一般質問 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第 1、市政に関する一般質問

を行います。 

質問の順序は御配付のとおり順次行います。質問は 6

名の諸君により13件の通告があります。質問に当たって

は重複を避け、また答弁に際しましても簡潔にされるよ

う御協力をお願いいたします。 

それでは、ただいまより岡本俊君の質問を行います。 

8番岡本俊君。 

○8番（岡本俊君） -登壇- 

それでは早速一般質問していきたいというふうに思い

ます。 

まず1点目のオーガニックアカデミー構想についてお

伺いいたします。現在私たちの生活は食べることが当た

り前であり、しかし世界的に目を向ければ食糧不足によ

る子供たちの餓死、穀物がバイオエネルギー、飼料と世

界の食糧は過剰と不足であり、食糧としていびつな状況

と言っても過言ではありません。 

日本は世界でも有数の食糧、食品の輸入大国であり、

同時にポストハーベスト、遺伝子組み換え、中国ギョー

ザ事件などの出来事から、食の安心安全や農村景観など

が見直されております。平成18年12月には、有機農法

推進法が施行され、化学肥料や農薬を使用せず自然に優

しい有機農法が多くの消費者から支持されています。 

そのような中、富良野市は旧樹海東小学校跡地を利用

し食農体験施設として活用し、有機農業を目指す人の実

践栽培を通じ、基礎学を学ぶ場、新規就農希望者への指

導、全国からの交流人口の拡大などを目的に、地域再生

計画を作成し平成19年7月に認定を受け、公募の結果、

有機栽培の関連資材の販売を行っているジャパンバイオ

ファームの食農体験施設構想を採用し、平成19年8月臨

時議会に提案いたしました。 

民間企業に対し、市有財産を無償で貸し付け、事業内

容、投資総額、研修内容、原形回復など多岐にわたり議

論が交わされ、平成19年8月4日から平成24年3月31

日まで無償契約が議決されました。 

翌年4月には開校式が市長の出席のもと、学校関係者、

地域住民100名の皆さんが参加し、校庭に桜の木を植樹

しスタートいたしました。地域の活性化につながると期

待した構想は、農業技術者の育成、食農教育の場、農産

加工、観光農園、観光牧場、修学旅行生の受け入れ、エ

コ施設の利用など、5年間で1億6,000万の投資額の予

定でありました。しかし、現実は当初計画より少なく新

規採用、定住者、交流人口、投資額は計画より大きく下

回り、議会でも議論があったところであります。 

市長は長い目で見守り育てていくことが必要との認識

を示しておりましたが、昨年12月定例会においてオーガ

ニックアカデミー支援協議会、東山地域連絡協議会など

と協議を重ね、総合的に判断し、平成24年度からの賃貸

契約について困難であるということを表明いたしました。 

当初掲げた目標はあまりにも遠い状況で契約を終わろう

としております。 

私はいま、5 年間の総括とし、今後の新たなスタート

を切るべきと考えております。市長にオーガニックアカ

デミー事業の総括と今後の方向性についてお伺いいたし

ます。 

1 点目として、オーガニックアカデミー事業の公募要

件である地域社会の貢献に資すること、地域の雇用を生

むこと、市の福祉の向上に資すること、市の産業振興に

資すること、住民サービスの向上に資することなどにつ

いて、どのように総括をしたかお伺いいたします。 

原状回復は契約書どおり復旧すると、12月議会で述べ

ていますが、原形回復の状況についてお伺いいたします。 

3点目として、平成21年に設立した農業法人合同会社

北翔園、現在は農業法人合同会社バイオファーム富良野

でありますが、賃貸、作業受委託など3戸の農家と契約

をし、そば、緑肥の栽培を行っております。昨年12月答

弁では今後も生産活動を行うとの答弁でありましたが、

今後も活動するならば、契約を行っている農家に今後の

不安を招かないようにしなければなりません。市はどの

ように把握し対処しているかお伺いいたします。 

次に旧樹海東小学校跡地利用の今後の利活用の基本的

な考えについてお伺いいたします。 

1点目として、24年度以降の地域振興と利活用につい

て。地域振興を考えるならば、これを契機に旧樹海東小

学校施設、旧保育所を含めた利活用についての考えにつ

いてお伺いいたします。 

また、施設の分割、部分的利活用の可能性についても

お伺いいたします。施設の利活用は地域振興にとって重

要な拠点施設であり、方針を決定し24年度公募など今後

の具体的な方向性についてお伺いいたします。 



 - 75 -

次に孤独死防止対策についてお伺いいたします。日本

の自殺者は3万人を超え、先進国では自殺は非常に高い

とこにあります。しかしここ数年、ひとり暮らしの高齢

者の増加に伴い孤独死も3万人を超えており社会問題に

なっております。 

社会的背景には、核家族、近隣地域住民との関係の希

薄化、失業やリストラ、離婚の増加などさまざまな要因

が複雑に絡み合っていると考えられます。数年前NHKテ

レビで無縁社会3万2,000人の衝撃は大きな反響を呼び、

いまの日本の社会が孤立しやすい社会へと急速に移行し

ている象徴的な番組でありました。 

ことし皆さんの記憶にも新しい、悲しい事件が札幌市

で起きました。40代の姉妹と見られる女性2人が発見さ

れ、姉が病死、妹が凍死で12月下旬から1月上旬と見ら

れております。料金滞納で電気、ガスがとめられ、スト

ーブが使えなかったため、姉の死後、妹が飢えと寒さで

亡くなったことであります。このマンションの一室に

111 の発信歴のある携帯が残っていたそうで、お姉さん

が亡くなった後、知的障害のあった妹さんが110番か119

番の通報をしようと間違った可能性があると警察ではみ

ております。 

また釧路市のアパートでは、高齢者夫婦が奥さんが病

死した後に灯油ストーブの燃料が切れて、認知症の夫が

凍死、さらにはことし埼玉では60代の夫婦と30代の息

子さんの遺体が発見されるなど、相次いで無縁社会、孤

独死が大きな波紋を呼び改めて地域とは何か、人と人が

日常的なかかわりの大切さを痛切に感じ、この富良野で

同様なことが起きない安心安全のネットワークを強化し、

孤立化を生まない地域づくりをいかにつくり上げるか、

日常の地域、私たちのあり方を考えさられる事件であり

ます。 

ことしの1月の末、富良野市の人口は2万3,998人、

65歳以上6,451人26.8％で、75歳以上の方が3,435人

でありますが、富良野市高齢者福祉計画、介護事業計画

では、平成26年には65歳以上を6,700人と推計しそれ

ぞれ対策を行っているところであります。 

私たちは自助、共助、公助の考えのもとで地域福祉を

維持しておりますが、今回の事件は自助ではとても無理

な状況であり、自助、共助、公助のすき間で起きたもの

であります。市は23年度、助け合いマップの作成を行っ

ておりますが、改めて富良野市の安全強化策についてお

伺いいたします。 

福祉サービスを利用してない方で認知症、65 歳以上、

要支援者として1人暮らしの方の数、知的障がい者、高

齢者の生活実態の確認、調査方法について、地域から知

的障がい者、高齢者が孤立しない体制づくりとして、現

状における市の対応策と課題と今後の対応についてお伺

いいたします。以上で1回目の質問を終わります。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

岡本議員の一般質問にお答えいたします。 

1 件目のオーガニックアカデミー構想については、事

業の総括と方向性にお答えいたします。 

旧樹海東小学校施設の跡地利活用に当たりましては、

地域経済の活性化や地域雇用の創造を図るという地域再

生の観点から、地域要望を踏まえながら市役所内に利活

用推進本部会を設置をいたし、利活用の方法、利活用先

を協議した結果、公募をすることとなりました。 

公募に当たりましては、地元を優先した上で地域社会

の貢献にすること、地域の雇用を生むこと、市の福祉の

向上に資すること、市の産業振興に資すること、その他

住民サービスの向上に資することの5点を条件として、

その結果無償貸し付けとしてふらのオーガニックアカデ

ミー事業がスタートしたところであります。 

事業総括における検証でありますが、市の産業振興に

資することにおきましては、農業実践の拠点としての長

期・短期研修及び地元農業者や小中学校の有機栽培の研

修や土壌分析などを行い、また西達布地区で長期研修受

講経験者と地元農業者等が有機農業を中心とした栽培経

営組織を昨年立ち上げ、本年4月より本格スタートする

と聞いていることなど、将来の農業振興に結びついてい

くものと考えているとこであります。 

また一方、他の条件に対する事業展開については、出

資者であります代表格の役員の突然の他界などにより、

事業全体が大きく縮小され、そのため雇用創出までには

至っておりませんでした。また、交流人口の拡大や十分

な体制整備を図らなかったことについては、まことに残

念な結果となり、まことに遺憾であります。 

こうした状況を踏まえる中で、旧樹海東小学校跡地利

活用推進本部会議において検証を行い、東山地域振興連

絡協議会、オーガニックアカデミー支援協議会での協議

を経て、平成24年度からの更新については、総合的に困

難であると判断をいたしたところであります。その結果

を踏まえて1月の31日開催の庁議におきまして、更新は

行わないことと決定をいたしたところでございます。 

次に、原状回復の状況についてでありますが、平成24

年度からの賃貸借契約の更新は行わないと判断をいたし

ましたので、契約書どおりの原形復旧について株式会社

ジャパンバイオファーム取締役社長と協議をし、会社と

して年度内に完了する旨報告を受けているところであり

ます。 

次に、検証を踏まえた旧樹海東小学校跡地の利活用の

基本的な考え方と平成 24 年度以降の具体的な取り組み

でありますが、東山地域振興連絡協議会などとも十分な

協議を進め、東山地域並びに本市の振興発展に向けて努
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力を今後してまいります。 

次に2件目の孤独死防止対策についての富良野市の安

全強化策についての富良野市の現況についてであります

が、平成24年1月末の現在、療育手帳を所持している知

的障がい者は236名であります。そのうち福祉施設や福

祉サービス等を利用してない方は12名となっており、訪

問調査等で実態把握をしております。 

また同じく1月末現在65歳以上の高齢者は、先ほどお

話ありましたとおり6,451名となっており、そのうち介

護認定を受けている方は1,102名、一人暮らしの高齢者

はおおむね800名という実態であります。高齢者の実態

把握につきましては、本人家族からの窓口相談や民生委

員児童委員や各居宅介護支援事業所等から情報提供によ

り把握をしているところであります。 

次に地域から知的障がい者、高齢者が孤立しない体制

づくりについてでありますが、現在、各民生委員児童委

員が地域で主体となって取り組んでいる要援護者の発見

と見守り助け合い活動や隣近所の要支援者に対する協力

者との連携、地域が中心となって実施しているふれあい

サロン、老人クラブ活動や各種地域活動、各サークル参

加、緊急通報システム、配食サービス事業等により見守

りなどの体制づくりを行っております。 

現状における市の課題といたしましては、少子高齢化

や核家族化の進行、近代化、都市化等の中で、個人の自

由とプライバシーを尊重し他人に勧奨しないことがよい

とされる社会風潮の結果、地域社会における人と人との

関係の希薄などに伴い、孤独化の傾向と地域のコミュニ

ティ意識の低下などが根底にある問題として認識をして

いるところであります。 

今後の対応といたしましては、家族及び親族の密接な

安否確認が第一と考えますが、行政といたしましては、

要援護者の正確な情報の収集に当たり、ひきこもり、孤

立防止策として、気軽に相談できる相談支援体制の充実、

市関係部局間や社会福祉協議会、民生委員児童委員など

福祉医療関係機関との情報を共有し連携を図り、地域コ

ミュニティ意識の高揚に努め各地域での町内自治会など

の協力を得ながら、現在行っている各種事業を継続実施

した中で、孤独死防止に向けて取り組んでまいりたいと

このように考えているところでございます。以上です。 

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。 

8番岡本俊君。 

○8 番（岡本俊君） 市長の答弁いただきましたが、総

括というよりむしろ検証というそういう印象であります。 

昨年の議会でありますが、市長は私との再質問の中で 5

年間の総括というのはこれからやるものであり、5 年間

で得たもの、あるいはもっと反省しなければならないも

の、あるいは地域との接点において協力体制の問題、こ

ういった問題も恐らくその総括の中で出てくるという、

そういうことについて述べておるとこであります。 

いまの答弁でいくと、そこまで踏み込んでいないとい

うことで先ほど言ったようにいま総括することによって、

これから新しいスタートを切るためにやはりしっかり総

括をしなければいけない。いまの答弁では、私としては

総括とは言えない、むしろ検証であったと。そういう印

象をぬぐえないわけでありますが、その点改めて私は通

告の中において5点について照らし合わせて総括という

ような届けを出しておりますので、やはりそういう形で

しっかりと御答弁願いたいと思いますが、よろしくお願

いします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 岡本議員の再質問にお答えをさ

せていただきたいと思います。岡本議員の総括というお

言葉と検証という言葉で、既に各議員さんにおきまして

も検証につきましては、配付のとおりであります。総括

というのは現在まだ終了してないわけです。契約は3月

末であります。ですからこの議会に総括という状況づく

りをはっきりと申し上げていいのかどうか、1 つござい

ます。 

そういう状況の中でいま御答弁させていただいたわけ

でございますけども、総括するということは大きく私は

考えることは、事業展開において不慮の事故があってで

きなかった場合が現実的に起きたわけであります。こう

いった点の再構築というのはなかなか難しい。これは先

ほど質問の中にございましたけども、当初の計画 1 億

6,000 万、そのうちの食農関係のとこ含めた中でこの一

大事業の最高責任者が突如としてなくなったという現実

があるわけであります。こういう点もやはり十分考えな

いと私は事業展開においてそういう不慮の事故というも

のも想定はしてなかったわけでありますから、私はそう

いう点での総括というのはなかなか難しいのも現実的に

あるということを御理解願いたいというのが1点目であ

ります。 

2 つ目は、それぞれ検証する中で有機農業に対する地

域の皆さんがたが、有機農法に対する理解度等、あるい

は土壌分析による状況づくりの中でみずからもそういう

状況づくりの中で進んでみようという形のものが生まれ

てきたということは、これは地域においてもこれから若

い人が農家をやるにおいても、大きな成果だというふう

に総括をしているところであります。 

ですから総括できるものと総括できないものが、現状

の中にあるというふうに私は判断いたしておりますので、

今後もこの利活用について、それぞれ関係する東山の振

興連絡協議会あるいはこれに類する関係の皆さん方とこ

の地域においてこれから地域振興が観光振興計画とあわ

せて、どう連携をしながらこの地域の発展振興につなが
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っていくかということをいま一度しっかりと腰を据えて

考えていく必要性があると、このようにいま考えている

ところでございます。 

○議長（北猛俊君） 8番岡本俊君。 

○8 番（岡本俊君） 地元のこれを推進している責任者

が亡くなったということは理解をしますが、もともとこ

れはジャパンバイオファームとの契約行為であって、そ

の契約のもとでのオーガニックアカデミーであります。 

ですから本来その事業推進においては、やはり会社が責

任を持たなきゃいけないとこであります。 

ですからそういう点も含めて、亡くなったからという

ことは一つの要因としてありますけど、決定的なもので

はなくそういう事態に陥らないようにジャパンバイオフ

ァームに対して、行政としてしっかりと申し入れして計

画履行できるようにどうするかということをですね、中

間でしっかりやらなきゃならなかったことであります。 

ですからそういう点も含めて、やはりこういうふうにに

至ったということに関しての総括ということは、そうい

う点も総括の中に入れても十分でないかというふうに思

います。 

市長先ほど有機農業の理解がふえたと、そしてそうい

う部分は成果として総括があると。総括できるものとで

きないものがあると。できないものは何かといったらマ

イナス部分ができないと言ってるだけであって、でもそ

の実態はわかってるわけですから、総括は可能なわけで

す。そして3月の31日が契約であって、それまで総括で

きないということもおかしな話であって、きちっとした

総括があるから東山の振興協議会だとか庁議の中で決定

したわけですよね。それを明らかにしてくださいという

こと言ってるだけの話なんです。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 岡本議員の再々質問にお答えを

さしていただきたいと思います。 

いまお聞きしてますと会社のことだから亡くなっても

その追求をやっていくと聞こえたわけでありますけども、

それぞれその亡くなった時点については当然、お話し合

いを持ってきたわけであります。 

そういう意味においては、この計画変更についてもき

ちっと改めてその時点で、関係する機関にも報告をし、

実際にそういう状況の中で継続してやれるかやれないか

ということも含めて、認定を受けたところにも紹介をし、

報告を受けて実際の中ではそういう事業を変更しても可

能であると、こういう状況の中で進めてきた状況であり

ます。 

いま岡本議員の再々質問にあったわけでございますけ

ども、会社として当然追求していくのは、私はもう当た

り前のことであります。ですけど会社としてできないと

いう判断をされた場合に、それ以上のことを追求すると

言っても私は困難ではないか。改めて私は、岡本議員に

お聞きしますけども、そういう場合岡本議員だったらど

ういう方法をお考えかお聞かせあれば、聞かせていただ

きたいとこのように思います。 

○議長（北猛俊君） 8番岡本俊君。 

○8 番（岡本俊君） いまある部分では市長から私に問

いかけあったわけでありますが、その前にやはり行政と

して契約行為に至ったわけでありますから、そういう事

態に対してどう対処したかということも、総括の一つに

なるんだというふうに私は思ってますし、できないから

仕方がないんだという形ではいけないというふうに思う

んです。なぜかというと、これは東山地域の再生計画、

東山地域の振興であって、それの大きな拠点施設なわけ

であります。中心の施設だったわけであります。 

ですからそういう部分では市が公募をして、そして認

めたと、我々議会も認めたと、その辺の責任は大変大き

いわけです。結果として何も生まなかったと言っても過

言ではないわけです。ですから市長、私に質問する前に、

その辺をしっかり整理して、それから質問してください。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 岡本議員のただいまの御質問に

改めてお答えをさせていただきますけども、総括という

意味と検証という意味の中身は、私は総括というのは、

検証した結果総括というのが生まれてくるわけですね、

実際に。 

そしてその検証の中で、いいものはいいという判断を

しなければなりません。悪いものについては排除してい

かなければなりませんし、新たなものを埋めていかなけ

ればなりません。その繰り返しによって、総括の本当の

意味が出てくるのかなと、そういう感じを強くいたして

おります。 

私は、いま岡本議員の方にお話を聞きたいということ

で御質問した中身につきましては、現実的に会社として

できないという判断をされた中で、さらに繰り返して会

社だからやるべきだという追求の仕方というのは、私は

それぞれ関係団体と十分協議をした上で、それらの対応

についてやってきたわけでありますから、私は会社とし

てそういうふうに事業計画を大幅にダウンしたというこ

とは認めてあげなければならない。そんなふうに強く感

じているとこであります。 

一方、地域再生計画で東山地域のこれからの振興とい

うのは、やる上においても地域の皆様の御協力なければ、

市だけではできません。これはなかなかいろんな方法で

考えても、各市町村においても、企業誘致にしても、あ

るいは新規就農のあり方についても大変な状況でありま

す。これはやはりそれぞれ行政ばかりでなく、富良野市



 - 78 -

全体として市を結集するそういう時期でもあるというふ

うに私は考えております。 

ですから今後においては、1 つの芽生えた東山の若い

人たちが農業に対して、これから自分たちでやっていく

んだと、そういう芽生えというものを大きくを育ててい

かなければならない。それが私は、農業を基幹産業とし

てこれから生きていく上においては、非常に大切なこと

ではないかと。そういう方向づけもこれから地域の皆さ

ん方とも積極的に話し合いをして、一昨年策定いたしま

した観光振興計画をあわせながら、組み合わせ方式につ

いて、農業と観光の連携する中で東山地域の地域振興を

図っていかなきゃならないと。このように考えていると

ころでございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

8番岡本俊君。 

○8 番（岡本俊君） いい点というのは私も市長のいう

そういう部分というのは理解するところです。しかしで

すね、この部分で先ほど言ったように、なぜ計画的に振

興できなかったかというところをチェックをして、より

その地域の振興に資するべきだったわけであります。で

すから、私は計画の中では定住人口をふやす、雇用をふ

やす、そして修学旅行生を受け入れて、地域経済の活性

化を図るというような目標がきちっとあったわけであり

ます。 

ですからそれら含めて、なぜできなかったかと。 

先ほどできないと判断したというふうに、市長は言われ

ましたが、そのできないという判断をしながら、我々、

横山議員も含めて質問の中ではですね、温かく見守って

くださいと、そういう答弁を片方ではしてるわけです。

ではいつできないと市長自身は判断したのかですね、で

きないと。ずっとできてなかったわけです、5年間の間。

その辺の判断について改めてお伺いいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 岡本議員の再々質問にお答えを

申し上げたいと存じますけども、私は例えばいま御指摘

になった中でですね、農家の研修を受け入れる体制は昨

年から実施をしております。 

これはもう岡本議員も知って御質問されてると思いま

すけども、私は全部まとまってできるということは、こ

れは何の事業においても、不可能を可能にするというこ

とは将来に向けてはあるかもしれませんけども、現実に

そういう役員の代表の一人が亡くなって、会社自体がそ

ういう現状に至ったときに、これは先ほどから御質問を

受けておりますけども、事業を減少して継続していきた

いとこういう意欲があったわけでございますから、それ

を受けとめてやる、それで私は温かく見守るという状況

も答弁をさしていただいた経緯がございます。ですから、

いま岡本議員の総括というお話の中でですね、私は総括

するときは必ず総括をしなければならないと思っており

ます。 

次の段階を進めるにおいては、それを大きく反省する

なり、あるいは地域の状況というものはこの5年間でど

う変わっていったのか。あるいは農家の住んでる方々が

どういう状況に意識改革的なものが出てきたのか。 

あるいはもう1つ加えるならば、北海道大学農学部と

提携をして、農業農村の実態調査をやりました。この結

果がいま出てきてまいっておりますから、そういう状況

も踏まえた中で、これから東山の地域振興並びにそれぞ

れ農家の方々のこれからの農業の振興に当たっての1つ

の基礎づくりなり、あるいは支援づくりなり、こういっ

たものをつくっていかなければないとこのように考えて

るとこであります。 

○議長（北猛俊君） 8番岡本俊君。 

○8 番（岡本俊君） それでは総括するということであ

ります。その総括というのはですね、やはり早い方が私

はいいというふうに思っております。 

そして、早急にその総括をもとに、いろいろ対応しなけ

ればいけない。 

それが総括だと思っておりますが、その総括について

出す目途というのはいつごろお考えなのか、改めてお伺

いいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 最初に御答弁申し上げましたと

おり、東山連絡協議会等また関係者等も含めて協議をし

た後でなかったら総括という含めた中でですね、次の段

階は進んでいかないと、このようにいま考えてるとこで

あります。 

○議長（北猛俊君） 8番岡本俊君。 

○8 番（岡本俊君） 最初に答弁いただきまして、そう

いう地域の皆さんと協議するということであります。当

然、総括というのは先ほど言ったように早いほうが私は

次に対処できやすい体制づくりというふうに理解してお

りますので、市長のいま現段階での総括を取りまとめる

時期というのはいつごろ想定されておられるのかお伺い

いたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） ただいま私は、そういう方向も

含めて答弁をさせていただいたつもりであります。当然、

地域の方々あるいは関係する方々とですね、十分これら

のことを検証したことを踏まえて総括をし、最終的にそ

ういう方向づけをしていくということでございますから、

その点で御理解を賜りたいとこのように思うとこであり

ます。 
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○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

8番岡本俊君。 

○8番（岡本俊君） 1つ先ほどから言ってますのはです

ね、契約をしないということは事実でありますので、そ

ういう事実に対しての総括も私は求めてるわけでありま

して、事業継続ではないですね、今回のジャパンバイオ

ファームとの契約行為はもうできないと。 

新たな形でのスタートをするというふうに理解してお

りますので、市長のいまの話でいくとですね、規模を縮

小して今後とも可能であるようなことも感じとられるわ

けでありますが、そういうことは、事業継続はないとい

うことで理解してよろしいんですね。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 岡本議員にお答え申し上げたい

と思いますけども、私は、いま御質問の内容ではないと

いうふうに判断してお答えをさせていただいてます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

8番岡本俊君。 

○8番（岡本俊君） 24年度以降の地域振興と利活用と

いうことで、これもですね通告の中で、私は伝えてある

わけでありますが、1 点としてですね、あそこには旧保

育所もございます。 

平成 17 年に保育所は終わってるというふうに記憶し

ておりますが、現在あの施設は雪の中に埋もれておるわ

けでありまして、正直言って地域振興ということを考え

れば、旧樹海東小学校の施設プラス保育所を含めた利活

用ということについてどうなのかということと、また、

旧樹海東小学校の部分的な利活用の可能性と、その辺に

ついて市長の考えを改めてお伺いいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 今後の24年度以降のということ

で再質問を受けたわけでございますけども、私は東山地

域は大変、農業をやってるにおいてもそれぞれ丘陵がご

ざいまして山坂ありまして、耕地面積の拡大というのは

なかなか難しい。ですからそういうことを乗り越えて今

日まで、農家をやって継続してやってこられた方がいら

っしゃるということでございます。 

あるいはまた、地域のことで代表質問の中でも御答弁

さしていただきましたけども、東山地域の若い人が芽生

えております。非常にこれからの東山の農業に対して自

分たちでやはり農業というのを守っていかなければなら

ない、育てていかなければならない。そういう意気込み

が感じられてきた状況もございますし、そういう1つの

グループというものは、設立をされてきている状況でご

ざいますから、私はいま、再生計画の中でですね、東小

学校あるいは旧の保育所の跡地利用についても、それぞ

れ地域と御相談を申し上げながら、若い人もその中に入

っていただいて、そして若い人がやはり先頭になってそ

の地域の振興にかかわっていただけるようなそういう状

況づくりをしながら、市といたしましても、できるだけ

の支援体制というものを考えていく必要があると、この

ようにいま考えているところでございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

8番岡本俊君。 

○8 番（岡本俊君） 今後の利活用については地域の皆

さんと協議して、施設の利用形態はいろいろ考える余地

はあるというふうに理解してよろしいんですね。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 再三の御質問に私もお答えをさ

していただきますけども、24 年度以降につきましては、

当然、地域の要望なり、地域の考え方なり、あるいは将

来の展望についても十分協議を重ねながら、次の目標を

立ててやっていきたい、このように考えているとこでご

ざいます。 

○議長（北猛俊君） 8番岡本俊君。 

○8番（岡本俊君） 最後にこれに関してですが4点目

として、私はお伺いしてるわけでありますが、今後ので

すね、いろんな手続はあろうというふうに思いますが、

24年度の公募の具体的な取り組みについて、いまどのよ

うにお考えなのかお伺いいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 岡本議員の御質問にお答え申し

上げますけども、私は先ほどから再三お答えをさしてい

ただいているというふうに考えておりますけど、再度ま

たお答えをさしていただきたいと思います。 

いま現在、先ほど御答弁させていただいたとおり、そ

れぞれ地域の連絡協議会を母体といたしました関係、あ

るいは関係する皆さん方、あるいはそういう青年のグル

ープ等も含めた中で、24年度以降にこの地域における状

況づくりをつくっていくということが前提になりますか

ら、それらの意見を十分踏まえて協働的な中で計画をつ

くっていかなければないと、このように考えていること

ございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

8番岡本俊君。 

○8 番（岡本俊君） 次に入る前に是非二度と同じよう

な事態にならないように行政としてもですね、しっかり

とかかわっていっていただきたいと、それが地域振興に

つながるし、市長が言う東山の観光振興計画の土台にな

るというふうに私も思っておりますので、今後、私も注

視していきたいというふうに思っております。 

次に孤独死防止対策ということでありますが、先ほど
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市長の答弁にもあったように地域の民生委員の皆さん、

そして安全対策として緊急通報システムなどいろんな形

で行っているというふうな話でありましたが、実は民生

委員さん含めて、この見守りというのは地域としてやっ

ていかなければならないことでありますが、その民生委

員さんの協力体制というのか、そしてもう1つは後方支

援というのかな、そういう体制をしっかりしていかない

と民生委員の皆さんに、改めてその多くの荷重がかかる

んでないかというふうに思っております。 

最終的には、この議場の中でも最後の主体的な組織と

して、その基礎となるのが民生委員、そういう話がここ

ずっと出てるわけでありますが、しかし民生委員さんも

大変な努力の中で日常活動してるわけでありますが、そ

の辺の民生委員さんの後方支援、民生委員さんの皆さん

の相談しやすい体制づくりとか、そういうものを行政と

して考えなければならない時期に来てるんだというふう

に思います。その点について御質問したいというふうに

思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 岡本議員の質問にお答えをさし

ていただきたいと思います。 

岡本議員の御質問の再確認するわけでございますけど、

民生委員の活動の中で非常に多くなってきてるから後方

支援をどう考えているかという御質問だったというふう

に確認をしながらお答えをさしていただきたいと思いま

すけども、現在民生委員さんの活動というのは、私も多

岐にわたってきているということは十分であります。 

もう1つは個人保護法という法律ができまして、なか

なか実態調査の難しさも現実的にあるわけであります。

そういうことも十分かんがみながら、これからの高齢化

に向けた富良野市にあっても、どうそれぞれの地域でそ

れらの弱者の方々に支援をできる体制づくりが必要かと

いうことでありますけども、私はいま昨今の新聞にも出

ておりますけども、いま中学生あたりでも一生懸命お年

寄りの家の屋根の雪おろしだとか、あるいは道路清掃だ

とか、こういう中学校からそういう教育の中で実体験を

していただくことが、それぞれまちづくりの地域におけ

る起爆剤の役割も果たしていただけるのかなと、そんな

感じを強くいたしておりますし、さらに加えて民生委員

さんとの連携というものは地域において、多く知っても

らうことが現実的にいいのかどうか。 

あるいは、それらの類する関係の皆さん方の活動とい

うのは、大きく分ければボランティア活動であり、これ

は強制的にこうするああするというより自主的に仕事を

進めていただく、あるいは地域の状況を見ていただくと、

こういう状況であります。 

ですから、時代の流れとともに民生委員さんの活動の

内容も、多岐にわたってきたと、こういう状況でござい

ますから私はそれぞれの地域で民生委員さんとの連携を

強化をしていただくと。これが1つのこれからの取り組

みになっていくのかなと、その中でできるものとできな

いもの、民生の立場で協力していただけるものいただけ

ないもの、そういう区分け的なものをきちっと整理をす

る状況づくりも必要かなと、このように考えております

のでそれぞれ民生委員協議会という組織がございますの

で、そこらとも意見交換をしながらこれからのそれぞれ

の地域における高齢者、弱者対策の把握ということも含

めて検討してまいりたいと、このように考えているとこ

ろでございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

8番岡本俊君。 

○8 番（岡本俊君） 民生委員さんがですねやはり活動

する上において、情報をどう集めるかと、そういうこと

は大変、プライバシーの問題もあって1つの大きな課題

になってるということであり、しかしやはり民生委員さ

んがそういう情報を集めるという部分でいくと、地域に

連携強化といま市長言われましたけど、連携強化をする

システムを行政としてもですね、知恵を絞るべきだとい

うふうに思っております。自然発生的にはなかなかこれ

は生まれないのでないかというふうに思います。 

同時に地域性もあるというふうに思っておりますが、

その辺について行政としても、やはり連携強化について

ですねもう一汗かく必要性があるのでないか。それが行

政としての民生委員さんに対する後方支援にもつながる

んでないかと。その先には今回質問したように孤独死を

富良野から出さない。そうした安心安全のまちが宣言で

きるような富良野市でなければならないと、そういうふ

うに私も思っておりますので、その辺について連携強化

という点についてお伺いいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 岡本議員の再質問にお答えしま

す。 

まず基本的なことは、その対象者の親族がどういう状

況になっているのか。これはやはりプライバシーの問題

もありますから、民生委員さんが熱意を持って訪問して

も拒否するという世帯も十分あるわけであります。 

ですから一概にいま御質問あった、すべてを連携して

やるという事態にもなりませんから、ケースバイケース

ということもあわせて考えなければならないと思います。 

そこで私は先ほど答弁申し上げましたとおり、民生委員

協議会でそれらの問題を総合的に判断していただかない

と連携という中身というものがどこまで連携が可能なの

かどうか。 

これらをですね、行政で一方的に進めるというわけに
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もいかないという判断をさせていただいておりますので、

それぞれ親族の状況把握、あるいはまた、いま申し上げ

ました固辞する状況の世帯の把握的なものもあわせて、

そういう意味でも連携把握というものを行政は考えてい

かなくてはならないと、このようにいま考えてるとこで

ございます。 

○議長（北猛俊君） 8番岡本俊君。 

○8 番（岡本俊君） 現在、質問にもしましたけども助

け合いマップをやって、その中心的に地図をつくってい

ろんな方を地図に落とし、その辺の情報収集含めて、民

生委員さんがこうやってるわけであります。 

民生委員さんにですね、いま市長が言われたようにあ

る部分では昔で言えば、その地域のあの方に聞けばその

地域の親族も含めてわかるよという、そういう古い言葉

で言えばおせっかいなものしりの地域に通じている人と

いうのは誰かかれかいるはずですね。 

そういうことを大切にして情報を収集しない限り、な

かなか地域では助け合い、そして物事は進まないのでは

ないかというふうに私は思うわけであります。ぜひそう

いう情報をしっかり共有しないと去年 22 年度から始ま

ってます助け合いマップも含めて、なかなか精度があが

らない。そして、いざというときにはなかなか助けられ

ない、そういうことになるというふうに思っております

ので、私は早急に連携強化をし情報を住民助け合いマッ

プに集積し、そして地域で守りあう、そういう富良野を

つくるべきだというふうに思っておりますが、早急にで

すね民生委員の皆さんとその辺について協議をしていた

だきたいと、私はそういうふうに思います。私は以上で

今回の質問を終わらせていただきます。 

○議長（北猛俊君） 最後は答弁はよろしいですか。 

○8番（岡本俊君） できればありがたいです。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 岡本議員の地域福祉並びに高齢

者に対する熱意というものは十分に御理解をさせていた

だきました。行政といたしましても最善を尽くして市民

の安心ということを、安心安全というものを守っていく

というのは、行政の1つの大きな責務であります。 

これには行政だけではなかなかできない問題がいま多

様化しておりますので、これらについては地域の皆さん

方とも、もう少し密接連携ができるような状況づくりが

今後できないのかできるのか。あるいはできない場合に

はどういう方向で、それに向けてできる方法になるのか。 

こういったこともあわせて、検討してまいりたいとこの

ように考えてるとこでございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 以上で岡本俊君の質問は終了いた

しました。 

ここで10分間休憩いたします。 

─────────────── 

午前10時55分 休憩 

午前11時05分 開議 

─────────────── 

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、萩原弘之君の質問を行います。 

10番萩原弘之君。 

○10番（萩原弘之君） -登壇- 

それでは通告に従いまして、順次質問をしてまいりま

す。 

本年度の本市における観光客の減少は 3.11 の東日本

大震災の影響、近年に見られるスキー人口の減少や原発

事故による風評被害などの原因により、平成14年をピー

クに昨年度は178万人となり、さらに減少傾向をたどっ

ています。 

本市は、基幹産業である農業を基盤とした観光の振興

と農業者の収入向上を目的に、1972年にワイン製造に着

手し、原料用ブドウを市内の農家で生産をして、その原

料を買い上げ醸造・販売するシステムづくりをし、1978

年ふらのワインが初めて販売をされました。以来34年間

へそとスキーとワインのまちをキャッチフレーズに観光

事業の推進を図ってまいりました。 

本市の観光推進の概念は、豊かな優良農地がつくり出

す自然景観と良質な農産物をもとに多様な観光ニーズと

農業経済が連携することによって、訪れる観光客に対し

農村観光環境都市である富良野の四季折々を満喫しても

らうことこそ、持続可能な観光振興と農業振興になると

考えます。その中において全国的にもまれな行政が取り

組むワイン事業は、観光事業の大きな柱であり、欠かす

ことのできない事業であります。 

現在、ワインブドウの生産者は 29 戸、栽培面積は約

30.7ヘクタールを栽培されており、近年の農業環境の変

化に伴い、担い手不足による高齢化、政府の農業施策に

おける農地の流動化や山間地の農地改廃などにより、ブ

ドウの栽培面積は減少の一途をたどっております。 

また生産者においても平均年齢は60.9歳、そのうち後

継者のおられる世帯は8戸で、ほとんど生産者は将来に

向けての改植や新植をせず、現状の栽培面積を維持する

ことが困難になってきております。栽培圃場の中には、

ほぼ 15 年を超えても若干改植をしながら生産を続けて

いる圃場もあり、1日も早くこの対策が望まれます。 

先ほど述べたことや平成20年7月に農作物に被害をも

たらした遅霜の影響もあり、各農家の生産量が安定をせ

ず、総収穫量も平成12年から19年までの平均は242.2

トン、23 年度が 147.2 トン、過去 4 年間の平均収量は

196.5トンまで落ち込みをしている状態です。 
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現在の圃場の植え付けをしてから現況を見てみると平

成12年から18年までの新植面積は11.75ヘクタール、

22年、23年の2カ年で1.1ヘクタールで、19年までの

ブドウ圃場は霜の被害による後遺症がまだあり、また全

体の圃場年齢を考えるとこの先三、四年後のブドウ原料

の確保が非常に困難になると考えます。 

現在の販売用ワイン30万本、ぶどう果汁15万本の規

模を安定的に生産していくためには、面積の確保はもち

ろんのことでありますが、よいワインをつくるには、よ

いブドウからを生産の基本理念に持ち、ブドウ生産の生

産技術向上のための講習会や高品質で適期収穫のための

情報交換及び指導調整を図り、さらに生産者がふらのワ

インの原料をつくっていることにプライドと誇りを持つ

ことができる意識の向上を図っていく必要があると考え

ます。昨年、国産ワインコンクールの受賞は、まさにそ

の士気を高めるためのよい出来事であり、市民にとって

も一層ふらのワインの評価に自慢できるものです。 

ワインの消費動向を見てみると全体の二、三十％の消

費はワインハウスで行われており、その他50％は市内販

売となっているようです。市民はもちろんのこと、観光

客の利用も視野に入れた販売方法や価格設定を考えるこ

とが必要であり、地産地消、スローフードの観点からも

ワインの利用者に対する使い分けができる商品価格の設

定と差別化商品が必要であると考えます。以上の事柄を

踏まえて、ワイン事業について2点お伺いをいたします。 

1 点目、ワインの価格帯について近年の生産努力での

原料ブドウの高糖度出荷技術による品質向上とコンクー

ル受賞でのクオリティーの高いふらのワインであると私

は考えていますが、今後どのような方向性を持ってワイ

ンセールス及び価格設定をしていくのか、市長の見解を

お伺いしたい。 

2 点目、生産者のブドウ圃場の継承についてですが、

前段述べさせていただいた後継者確保がなければ、これ

からの新植での栽培圃場の安定も収穫量の安定化も新規

参入者の確保も実現不可能な事柄と考えます。まずは現

生産者の増反誘導はもちろんでありますが、後継者のい

ない生産者の圃場継承と新規参入者の養成場所として、

市直営圃場での研修者受け入れをし、ブドウ生産技術の

研鑽をして、さらに自立支援を図っていくことがこれか

らの栽培者、労働者の確保につながり、ワイン事業のさ

らなる発展につながるものと考えますが、市長はどのよ

うに考えていますか。 

次に、要援護者の支援について御質問をさせていただ

きます。本年の大雪はさまざまな被害を全国に及ぼし、

雪害による家屋の倒壊や農業用ハウスの損壊などが報道

番組で取り上げられております。生活環境の悪化は、市

民はもとより要援護者にとっては降雪による除雪作業や

家屋の雪おろし、日常生活の不便さなど、さまざまな問

題が発生してしまい、いち早い解決策を講じなければな

らない事態となっております。きめ細やかな行政サービ

スの推進と地域親密なるネットワークでその対策に当た

ることが賢明であると考えるところです。 

本市においては、全人口の 26％以上が高齢者となり、

そのうち近隣に親族のいない独居老人が約800名を超え

ようとしています。また要援護者の中には、身体や精神

に障がいのある方やひとり親もしくは共稼ぎでの幼年者

などの生活弱者の把握をして、その対策を図らなければ

ならないと考えます。 

現在、市の高齢者福祉事業として利用されている実態

としては、除雪ヘルパー委託事業132件、高齢者緊急通

報システム事業195件、配食サービス事業41件、その他

生活支援、技術支援、介護用品支給支援、外出支援など

事業を推進しているところですが、要援護者みずからが

その申請をして、そのサービスを受けていただくだけで

なく、さらなる啓発を図ることが必要と考えます。以上

の事柄から3点のことについて質問をさせていただきま

す。 

1 点目、本市において住民助け合いマップの作成をし

ているところと聞いておりますが、この進捗状況をお聞

かせください。 

2 点目、住民助け合いマップの活用方法について、ど

のように考えておられるのかお聞かせください。 

3 点目、住民助け合いマップを利用することになると

市の条例にある個人情報の取り扱いが大きな問題点とな

ると考えますが、その取り扱いについて考えをお伺いい

たします。 

以上、1回目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

萩原議員の御質問にお答えをいたします。 

1 件目のワイン事業についての1点目、ふらのワイン

の方向性についてでありますが、ワイン事業は石礫傾斜

地の農業所得の増大による農家経営の安定と本市農業の

振興を図るためにぶどう生産から醸造・販売までを一貫

して行う自治体ワインとして事業を実施しているところ

であります。 

これまでのブドウ生産者の努力は栽培指導、醸造技術

の改善、新たな機械の導入などによりまして、2003年か

らスタートしました国産ワインコンクールにおいて、毎

年1～3種類のふらのワインが入賞を果たし、その品質に

ついて第三者機関からも高い評価を受けているところで

ございます。 

また、これまで自治体が経営するワイナリーというこ

とから毎年春と秋に期間を決めて市民の皆様へご愛顧と

感謝の意味を込めながら、定番商品であります赤、ロゼ
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ワインを通常価格の2割ほど安い市内限定商品として販

売をいたし、市民をはじめ飲食店の方々にも有効活用を

いただいているところであります。 

これまでも、そしてこれからも、ふらのワインが目指

す方向といたしましては、地元原料にこだわりながら安

全で安心できる、市民をはじめ多くの皆様に飲んでいた

だけるおいしく高品質なワインづくりを目指してまいり

ます。 

そのためよいワインはよいブドウからと言われるよう

に、良質な原料ブドウの確保が重要であることから、平

成24年度からの3年間を重点栽培拡大期間と位置づけを

し、ぶどう苗木の無償配布などにより5～6ヘクタールの

栽培面積の拡大を図ってまいりたいと、このように考え

ているところでございます。 

次に、2 点目のブドウ生産農家への取り組みについて

でありますが、現在、ブドウ生産農家は29戸で、うち後

継者のいる農家は15戸、栽培面積は約31ヘクタールと

いう状況でございます。また、高齢化のために数年後に

はリタイヤを考えている生産者も6戸あり、今後ふらの

ワイン原料用ブドウを安定的に確保することは重要かつ

喫緊な課題と考えているところでございます。 

そのため、特に年齢の若い生産者や後継者のいる生産

者が少しでも栽培面積を拡大しやすくするために、拡大

当初の負担軽減等の支援を検討するとともに、低コスト

栽培の方法などを検討することによりまして、今後新た

な農業者が原料用ブドウ生産にチャレンジできる環境を

整えたいと考えているところでございます。 

また、原料ぶどうの担い手確保という観点から、本市

で新規就農を目指す人が経営の一部に原料用ブドウを導

入することは、望ましいと考えるところでございまして、

その研修の場として直営農場を活用することは可能と考

えているところでございます。 

しかし、既存の生産者には原料用ブドウ専業農家がい

なくなり、兼業で原料ブドウ栽培を行ったり、配偶者が

他の職業につくなど原料用ブドウが農業経営のメインの

作物になっていない状況にあることから、原料用ブドウ

専業による新規就農は難しいと考えているところでござ

います。 

そのため、新規就農者が就農地として原料ブドウを栽

培しているところを選んだ場合は、既存のブドウを利用

し栽培経験を積むための各種指導を行うとともに、その

ブドウの更新、改植拡大へと誘導して、原料ブドウ生産

者の確保及び良質な原料の確保を図ってまいりたいと、

このように考えているところでございます。 

次に2件目の要援護者の支援についての要援護者に対

する支援についてでありますが、住民が日々安心して生

活できるよう、住民主体の支え合いの地域を築いていく

ためには、地域の住民個々の動きを知り、支援の必要な

住民の発見とその方がだれとどのように、近隣でかかわ

っているかを把握をして、地図上に記入・整理し、現在、

富良野市民生委員児童委員協議会が中心となって、地域

ごとに見守り体制の1つの手段として、住民助け合いマ

ップの作成取り組みを展開をしているところでございま

す。助け合いマップの進捗状況につきましては、全民生

委員担当地区50地区のうち46地区がマップ作成済であ

り、残りは随時取り組んでいるところでございます。 

今後の助け合いマップの活用方法につきましては、要

援護者の情報把握と異動内容の更新により、日常生活に

おける見守り支え合い活動に活用するほか、マップの情

報共有化について町内関係部署と検討し、災害時の要援

護者の安否確認や避難支援など、迅速に対応できるよう

連携を図るよう努めてまいる所存でございます。 

個人情報の取り扱い関係では、富良野市個人情報保護

条例に基づき、本人の同意が原則であることから、要援

護者を地図上に示された住民助け合いマップについては、

地域住民全体に情報開示することはできません。 

このようなことから、個人情報の守秘義務が課せられ

ている民生委員児童委員と行政の福祉部門及び社会福祉

協議会において情報を共有し、管理しながら見守り対象

として把握しているところでございますが、災害時発生

など生命、身体または財産などを保護すべき緊急時の際

には、災害対策本部を設置した中で、要援護者を特定し

て、各町内会自治会等に的確に情報伝達しながら、地域

での支援、協力を求めることとしているところでござい

ます。以上です。 

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。 

10番萩原弘之君。 

○10番（萩原弘之君） それでは質問の順番に応じて質

問させていただきます。 

まずワイン事業についての1番目の質問でございます

が、現状よいワインをつくるという観点からいきますと、

自分の圃場のまわりでブドウをつくってられる方が結構

たくさんおられまして、その方々の作業風景、内容等を

見てみますと十数年前から比べるとかなり手間のかかる

作業をしておられる現況にあります。 

ましてや、ここ何年かの間、夏場の高温によって昆虫

の食害ですとか、それからその他の小動物の食害が結構

数見られるわけですが、現状で先ほど1回目の質問にも

お話をさせていただきましたが、収量的な部分の中で、

かなり厳しい収量の状態でブドウが生産されている現状

にあります。 

このこととですね、実質いまお話をした手間がかかる

という、いわゆる収入にかかわる部分の経費のバランス

を見ていくと、どうしてもいまの現状の中ではこの努力

に限界があるのかなと、いうふうに私は感じているんで

すけども、その辺のところはどうお考えかお答えをいた
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だければと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） まず担当部長の経済部長の方か

らお答えをさしていただきます。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長原正明君。 

○経済部長（原正明君） 萩原議員の再質問にお答えい

たします。近年の気象状況も含めて収量が厳しくなって

いる中で、よい原料用ブドウを生産するためにいろんな

努力をされているということでございます。こちらにつ

きましては、3年間の天候不順もございました。 

ブドウにつきましては、表作、裏作といいますか、と

れた年の次の年は収量が減る、その次はまた収量が伸び

るというような傾向がございますけれども、その傾向に

ついても気象の関係で変わってきている面もあろうかと

いうふうに思います。 

そこでよい品質の原料用ブドウを生産していただくた

めに、生産農家の皆さんに御努力をいただくことがござ

います。ワイン工場の方での指導もさせていただいてい

るという中で、1 つ、まず買い入れ価格の関係でござい

ます。糖度買いということでさせていただいております

が、それについても、また見直しを行いまして、果汁用

ブドウだとか、それから高品質のブドウについても、価

格設定をさせていただいているという買入価格の見直し

をさせていただいているということがございます。 

また、もう1つブドウ棚をつくるということについて

は、過去反3万円だったものを23年度から8万円という

ことで、増額をさせていただいておりますし、植えてか

ら3年間につきましては、反3万5,000円ということで

助成をさせていただいているところでございます。 

今後、経営的なことも含めまして、生産農家の皆さん

といろいろ話し合いをしていきたいというふうに思って

ございます。以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

10番萩原弘之君。 

○10番（萩原弘之君） いま買入価格のお話を伺ったわ

けですけども、実質ですね、いま平均の買入価格という

ことでキロ当たり195円という部分が、それプラス糖度

買いというようなお話を伺っております。いまの現状の

中でですね、この収量が落ちていく部分の背景を考えて

みますと、どうしてもこれは人災の中である程度影響を

受けた部分も多少なりともあると思うんです。 

ただ現状この富良野の地域の中で、総体のブドウの平

均収量が四百数十キロまで落ち込んできたこの背景を考

えますと、やはり先ほど市長の答弁の中に、いわゆる地

元のブドウを使ってワインをつくるんだという基本的な

コンセプトがある部分の中ではですね、地元の圃場をま

ずもって、やはりちゃんとした安定収量が行える圃場に

することがまず第1と生産者の意欲を損なわない、そう

いう形の中でやっていくとすれば基本的にこの買入価格

自体は普通のほかの道産ワインの価格に評価をするべき

ではなく、地元の部分の評価をもってそれぞれの農家の

方々が努力ができる単価にしていくべきと私は考えます

けどもいかがですか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長原正明君。 

○経済部長（原正明君） ブドウ生産農家の皆さんの経

営の安定ということでの買入価格の見直し等の関係でご

ざいますけれども、こちらにつきましては生産農家の皆

さんとお話し合いを続けながら検討していきたいという

ふうに思ってございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

10番萩原弘之君。 

○10番（萩原弘之君） いまのお話の中で努力していた

だけるという部分についてはですね、生産者側の話を十

分に聞いていただくことっていうのがまず大事かなとい

うふうに考えますことと、先ほど私がお話しを申し上げ

た中身のいわゆるほかと比較した中での単価設定という

部分はですね、あくまでも評価のレベルにあわせるもの

ではなく、富良野は富良野独自の単価をもって、その部

分の原料支払いをしていただけるような御検討をしてい

ただければなというふうに考えますので、ぜひブドウ生

産組合の方々と協議する折においてはその辺のところも

視野に入れた上で、御協議をいただければというふうに

考えます。 

次に新規参入あるいは後継者のところに至るわけです

けども、私がお話を申し上げた部分っていうのは、基本

的に専業である部分の困難さというのは、先ほどの価格

の収入・支出の純利益にかかわる部分が大きく影響して

くるものというふうに考えます。 

ただこれから先、山部地域においても富良野地域にお

いてもブドウの生産をしてられる方が、どうしても新

植・改植をある意味どこかでその部分の費用負担が難し

いというお話をしてられる現況を考えますと、これから

先、例えばブドウの新植の条例の中には12年間作付けが

可能である条件をもって新植の畑のいわゆる補助をいた

します、認定をいたしますっていうような条例がござい

ます。 

そこにかんがみるとなかなかいま現況の中で、あと 5

年やれるんだ 10 年やれるんだっていう部分の自分の人

生スタイルを考えてられる方は、これから先そこでブド

ウをまた新植するということにはなかなかなり得ないこ

とになるかと思うんです。 

いま新規就農という形の中でのブドウの作付が難しい

ということになれば、いま現況にあるこの条例の中でも
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し新規就農の受け入れが可能だという生産者については、

その辺の枠も少し拡大をしてみてはというふうな考えを

持つわけですけどもいかがですか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長原正明君。 

○経済部長（原正明君） はい、新規就農受入をすると

いうこと、それから後継者の方がいらっしゃらなくて継

続はなかなかしづらい、そのことによって新植がはかど

らないというような現状があるのではないかというよう

なお話かと思います。先ほど申し上げましたけれども、

市長の答弁にありましたとおり、新規に農外から農業に

算入される方がブドウ生産している農家のところに入り

たいということについては、非常にいいことと思ってお

ります。 

ただ市長答弁にありましたとおり、ブドウ専業ではな

かなか経営が成り立っていかないという片方で現状もご

ざいます。その関係もございましていま萩原議員のお話

があった扱い方については検討をさせていただきたいと

いうふうに思ってございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

10番萩原弘之君。 

○10番（萩原弘之君） 現状、私の聞いておりますとこ

ろでは24年産の新規、新植という予定面積は約1ヘクタ

ールほどあるというお話を伺っております。 

○10番（萩原弘之君） 聞くところによりますと3年で

6 ヘクタールという予定があるんだというお話ですけど

も、現状24年が1ヘクタールということはあとの2カ年

で5ヘクタールを拡大するというような予定になるのか

なと思うんですが、その辺の計画もしくはそういう部分

で生産者との情報収集等は行われているんですか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長原正明君。 

○経済部長（原正明君） 先ほど市長答弁にありました

とおり、今後24年から3年間を栽培拡大重点期間という

ことで、新植用の苗木を無償配付をさせていただくとい

うことを考えております。先ほど5ヘクタールから6ヘ

クタールということでお話をさせていただきました。現

在、ワイン工場で考えている計画の中では 24 年度に 1

ヘクタール、25年度、26年度について2.5ヘクタール。 

これあくまでいまの計画でございます。というふうにい

ま考えているところでございます。 

これにつきましては、生産者の意向とそれから今後そ

ういうような説明、普及を図っていくということを考え

ての数値でありまして、この面積がいま確定しているわ

けではございません。こういうように生産者の理解を得

て、あるいは新たにブドウを栽培していただく農家さん

をふやしていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

10番萩原弘之君。 

○10番（萩原弘之君） 現状の中でいまの生産量を考え

るとですね、基本的に12年の時点で植えられたブドウに

ついてはもう既に限界に近い年数に至っているのかなと

いうふうに考えます。 

先ほど1回目の質問の中でお話をさしていただいたと

おり、私の察するところでいきますと、ここ三、四年の

間に、かなりの原料がいまのままでいくと落ち込んでく

るであろう。それは圃場の年齢等々も考えますといまの

現況の中ではかなり難しいところに至るであろうと。そ

れにも増して、いまお話をいただいた部分の 25 年、26

年が5ヘクタールというところが、あくまでも予測の範

囲でということになりますと相当積極的な誘導を図らな

いとこの部分は計画として、この数字は達成できないの

かなというふうに私は考えます。 

現にいま 24 年度に至っても私の周辺のブドウ農家さ

んの中では、大体1.5ヘクタールから2ヘクタールほど

ブドウの改廃をしてですね、ほかの作物に転換をすると

いうようなお話をされてる方々も何軒かおられることを

考えると、その方々に踏みとどまっていただける策をも

う少し具体的にっていうか、2.5 ヘクタールの面積に充

当できるような形の中での誘導を図るべきというふうに

考えますけども、いかがでしょうか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長原正明君。 

○経済部長（原正明君） まずその3年間の栽培拡大重

点期間ということで、これについては積極的にこの目標

達成に向けていくという覚悟を決めております。 

また、その栽培農家の皆さんが不安に思われてること

もあろうかと思います。こちらとしても、市としても積

極的にその話し合いをさせていただきます。栽培技術の

向上とかも含めてやらせていただきます。 

ぜひ地域の農業者の皆さんもですね、富良野の地酒を

つくる原料、誇りと自信を持って生産していただくよう

に、まわりの農家の皆さんもお声かけをしていただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

10番萩原弘之君。 

○10番（萩原弘之君） いま御答弁をいただき、本当に

力強いお話をいただいた中で、できればいま農家戸数が

29戸でございます。一戸一戸ですね、訪問していただい

て、その旨を伝えていただく中で、ぜひこの計画を達成

していただけるように行動をしていっていただきたいと

いうふうに思いますし、またさらにこのワイン事業の設

置に関する条例の第1号の中に本市におけるぶどう、果

樹の生産及び加工の研究により質の高い技術の創出を図

り、市民の食文化の向上と農家経済の発展に資するため
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というような文言が書かれてございます。このことにこ

れから継承をしていけるような形での事業推進をしてい

っていただきたいというふうに思います。 

それでは2点目の要援護者のことについて質問をさせ

ていただきます。まず過去の一般質問の折に要援護者の

部分について、市側から答弁があった中身についての検

証をさせていただきたいなというふうに思うわけですが、

まずこの要援護者を救済する、いわゆる住民助け合いマ

ップの作成に至って、その人にだれがかかわっているの

か。支えている人がだれなのか。このことを聞き取り調

査をしていくことによって、解決策のヒント、それから

どのような役割を分担し、解決していけるかということ

が見えてくるだろうというようなお話をされてます。こ

のことについて、どれぐらいその検証がなされたのかお

聞かせをいただければというふうに思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） この件につきましては、保健福

祉部長の方からまずお答えをさしていただきます。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 萩原議員の再質問にお

答えいたします。 

これは2年ほど前から事業という形で進めているわけ

でございますけれども、この助け合いマップづくりの大

きな要因としましては、先ほど議員もおっしゃられたと

おり、地域で援護を必要とする方のまわりが、かかわり

がどのような人がいつどういうときにかかわっているの

かという調査をする中で、いわゆる介護が必要な方、あ

るいは何らかの支援が必要な方がこういった人たちのか

かわりの中で、その必要性があるのかないのかというと

ころも含めて1つの判断の材料になるというのが1つで

ございます。 

そういった部分では、一昨年から民生委員児童委員さ

んが地域をまわって、あるいは町内会長さんとの連携を

とりながら御近所力といいますか、そういった方々を中

心に調査をやらさせていただいたというのがまず第1歩

でございます。 

そういった意味ではいま現在、地図にそれぞれ落とし

ていって作業を進めているわけですけれども、例えばあ

る一軒の方がまわりで御近所の方がどのようなかかわり

をしているのかというのも含めて地図に落としていって

いるというところが現状でございますので、そういった

部分では地図の中で一軒の人のかかわりがどうなのかと

いうところが十分検証できた。こういう形でございます。

以上です。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

10番萩原弘之君。 

○10番（萩原弘之君） いまお話を伺いますといわゆる

点を線で結ぶという作業を密にいま行われているという

ようなお話を伺いました。 

現状の中で3点目の質問をさせていただいた個人情報

の取り扱いという部分の法令にも条例にも載ってござい

ます、大変シビアでなおかつデリケートな部分の事柄な

のかなというふうに感じ受けるところなんですが、今回

この住民助け合いマップを作成するに当たり、私自身も

私の周辺で独居の方々、障がいをお持ちの方々のところ

にちょっとお邪魔をして、いろんなお話を伺ってまいっ

てきた部分をちょっとお話をさせていただきたいんです

が。 

いま独居老人の方々で約800名程度おられる部分の町

内会、それから民生児童委員さんあわせて町内の世話役

になられている方々、この方々がその情報を共有する部

分が、本人のいわゆる私はこういう情報を公開しても構

いませんというような調査も含めて、この住民助け合い

マップを作成することによって、最低限町内にいる世話

役の方々が、そのことにちゃんとした判断を即時にでき

る体制づくりができるのかなって、私は考えるところで

す。 

それで、実質その方々にちょっとお話を伺うと、その

辺のところは御近所づき合いしてるんで一向に構いませ

んよという方々が多数でした。ぜひですね、今回のこの

住民助け合いマップの中にそういう事柄も含めた中でこ

れから調査継続をしていただきたいというふうに考える

ところなんですけどもいかがでしょうか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 萩原議員の再々質問に

お答えいたします。 

大変重要なことだというふうに考えてございます。 

特にいわゆる御近所力という部分では、1 人の要援護者

にかかわっていく体制、そしてその情報を的確に伝えて

いくあるいは把握するという部分では、災害の起きたと

きにも十分役立てるという中では重要だというふうに理

解をしております。 

ただ、個人情報という部分でこれが行政の方から中心

にという中ではなかなか難しいと思いますけれども、も

ちろん手続上、きちっとした段階で個人の了解を得なが

らですね、進めていくということになれば、特定した人

たちでいいのかどうかというところも含めて今後改めて

検討が必要ではないかと考えております。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

10番萩原弘之君。 

○10番（萩原弘之君） ぜひですね、そういう事柄を含

めた中で情報公開というもの自体が、ある意味、個人の

損失にならないような形での取り扱いをぜひお願いした
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いというふうに考えますとともに、先ほど岡本議員の一

般質問の中にも要援護者、それから独居、孤独死等含め

て、決して富良野市の中にそういう事件、事故が起きな

いような体制づくりを1日も早くやっていただきたいと

考えるところにおいては、二月、三月期にある福祉課の

方で見回りをしていただいたというような事柄が新聞報

道に載ってございました。 

このことはいわゆる一過性ではなく、できればある程

度の期間の中での継続性を持ってその計らいをしていた

だきたいというふうに考えることと、もう一つはせっか

くこの市職員の中に地域推進員という方々が2名ほど町

内会、区会の中で役をしてございますので、この方々と

も連携をとりながらこの助け合いマップを含めた情報公

開に携わる地域コミュニケーションも含めてですけども、

かかわりを持つ形の中で積極的な行動をしてはというふ

うに考えますがいかがでしょうか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 萩原議員の再々質問に

お答えいたします。 

いま住民助け合いマップづくり、進めているところで

ございますけれども、地域の民生委員児童委員さんにつ

きましては、それぞれ担当の部分の地図を持参する形で、

常に必要に応じて地域を回りながら、そして情報を把握

して自分の地図を修正していくというようなことを取り

組んでおります。したがって特定された機関だけではな

くて、随時活動する中でそれが実施されているのが1点

でございます。 

それからコミュニティ推進員の部分でございますけれ

ども、先ほど言ったいわゆる個人情報という部分では、

これは本人の確認のもとにしなければならないというこ

とでございますので、本人が了解すれば情報という形で

提供いただけるのかなと、このように思ってますので、

そこら辺も含めて今後民生委員等と協議しながら検討し

て進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 以上で萩原弘之君の質問は終了い

たしました。 

次に、石上孝雄君の質問を行います。 

11番石上孝雄君。 

○11番（石上孝雄君） -登壇- 

通告に従いまして質問してまいります。 

1 つ目は、東郷ダムについてであります。新聞等の報

道によるダムの経費、税金のかけ方、また受益者の意見、

国の考え方、北海道の考え方、さまざまな観点で報道さ

れております。ダムにおいては、昭和47年に始まった東

郷ダム構想は、東山地区また東部地区の市内1万500ヘ

クタールある農地の30％を畑地かんがい、雑用水等、水

利権を持った中での通年通水をしようとする農業用ダム

計画であります。平成4年にダム本体の完了を見てから、

平成5年1回目の試験湛水で想定以上の浸透量の増大を

確認し、また平成7年から9年に止水対策工事を実施、

平成9年に2回目の試験湛水も浸透量の増大を確認し、

原因究明調査と工法の検討を進めてきたようであります。 

平成21年、農水省が農業用ダムの総点検結果の公表では、

東郷ダムと九州の大蘇ダムを問題ダムと指摘をし、公表

しております。 

これに対し道開発局農業水産部は、かんがい用水確保

のため、関係機関との調整を図っていくという見解を公

表しました。水源計画では、近隣地域の既存水源の活用

により用水の確保、不足水量はダムの一部を利用するこ

とによる水源依存量を 56 万トンに確保するというもの

であります。施設計画では貯水量の変更に伴う洪水・余

水吐、及び取水棟施設の整備など、ダム事業費は60億か

ら78億円、うち今後必要となる事業費は46億円、工期

が計画確定後5カ年程度と提示されました。 

現在の使用状況といえば、52ヘクタールの水田用水の

一部利用が主体で、5月から8月までの使用に限られた

水利権で使用されております。1月から4月まで、また9

月から12月までの8カ月間は使用が認められない状況に

あります。ダム完了後20年余りたったいまの農業経営は、

農地利用型、施設利用型、また、100 頭以上を抱える畜

産農家がほとんどであり、ますます水に依存する度合い

が高いと考えます。 

東郷地区にあっては、根本的に雨水に頼らない農業経

営を行うことと気象に左右されない所得向上は、通年通

水ができる水利権が大前提と考えております。受益農家

の所得向上、品質向上、しいては富良野ブランドの確立

にもつながるものと期待をするものであります。 

ダム完成後、市はダム本体に5億円、パイプライン等

に5億4,500万円を支払いをしていかなければなりませ

んが、東郷ダムのできた経緯を踏まえ、2 点伺ってまい

ります。 

1 点目、東郷地区の農業用水に必要な水利権と通年通

水に対する市長の考え方をお伺いします。 

2 点目、国は水利再編とダムの一部利用を提示してき

ておりますが、市長の考えを伺います。 

2 つ目に、先ほども岡本議員が質問がありましたけど

も、旧樹海東小学校跡地利用について伺います。昨年の

12 月の定例会においての岡本議員の一般質問に対して、

市長答弁の中には、オーガニックアカデミーとの再契約

は行わないとのことでありました。そこで再確認になり

ますけれども、2点ほどお伺いいたします。 

1 点目、旧体育館正面の壁と屋内の床、それから教室
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の中のかべなど、原形復帰の進捗状況をお伺いします。 

2点目、24年度以降の跡地利用計画でありますけれど

も、校舎、グランド等の利活用計画がどのように進んで

いるのか。お伺いいたします。 

以上2点をもって1回目の質問を終わります。 

○議長（北猛俊君） ここで午後1時まで休憩いたしま

す。 

─────────────── 

午前11時58分 休憩 

午後 0時59分 開議 

─────────────── 

○議長（北猛俊君） 午前中に引き続き会議を開きます。 

午前中の石上孝雄君の質問に御答弁を願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

石上議員の御質問にお答えをいたします。 

1 件目の東郷ダムについての水利権と通年通水の考え

方についてでありますが、本市の耕作面積の約3割に当

たる2,890ヘクタールを要する東郷地区の畑地帯には、

水利権がなかったため、ダム建設による新たな農業水利

権の確保を国に求め、昭和47年に国営かんがい排水事業

東郷地区が着工し、平成6年と平成9年の2度にわたり、

東郷ダムに試験湛水をしたものの、想定を上回る浸透量

が確認をされたところでございます。その後、平成 14

年には中富良野町本幸を受益地区に加えて、国営かんが

い排水事業富良野地区として、治水対策に止水対策工法

の検討を進めながら、現在に至っているところでありま

す。間伐などの影響を最小限に抑えるとともに、適宜の

散水に必要な水利権の確保は、本市の基幹産業である農

業の振興発展を図る上で欠くことのできない大きな重要

な課題であります。現在は東郷ダムが完成までの間、暫

定的な水利権を富良野土地改良区が取得をし、計画の 4

割程度のかんがい用水として利用している状況でありま

すが、今後とも通年通水による施設園芸や種苗などの冬

期の水利用にも安定的な農業水利の確保は重要であると

考えております。 

次に、国の水利再編とダムの一部利用に対する市の考

え方でありますが、平成21年12月の農林水産省所管の

農業用ダムの総点検結果を受け、かんがい用水の確保の

ためダムの改修やそれ以外の水源確保の方法について、

調整に向けた選択肢を整理をし、関係機関と調整を図り

ながら、課題整理に向けた取り組みを行っていくとの国

の方針のもと、昨年12月北海道開発局から東郷ダム全面

改修以外の水源確保策として、水利再編とダムの一部利

用案の提示を受けたところであります。 

国の案では、地区内の作物作付面積等をもとに、季節、

期間ごとの必要水量を算定する一方、近隣河川の活用可

能水源を調査をし、取得可能水利権を整理して水利の再

編を行うとともに、東郷ダムに18万トンの貯水をするこ

ととあわせ、計画地区農地に必要な水利を確保するとの

ことであります。 

国から一定の方向が出たことは評価することころであ

りますが、水利再編とダムの一部利用に当たっては、430

万トンの貯水能力に対して、18万トンしか使えないダム

に対する地元負担金のあり方についての問題があり、さ

らにダムの一部利用に伴う改修費の地元負担の整理、水

利再編による水利権取得の確実性、完成後のダムの維持

管理費の負担方法などについて、国及び北海道の考え方

が示されていないことから、将来的な本市の財政にも大

きくかかわる課題が整理できていない状況にございます。

今後も事業主体である国からの説明を求めるとともに、

北海道をはじめとする関係機関団体と十分協議を行い、

安定的な水利の確保及び負担のあり方などについて慎重

に検討してまいりたいと考えているところでございます。 

次に、旧樹海東小学校跡地利用についての原形復帰の

進捗状況と平成 24 年度以降の跡地計画についてお答え

をいたします。旧樹海東小学校の跡地の平成24年度以降

の利活用につきましては、先ほど岡本議員にも御答弁さ

せていただきましたように、国の地域再生計画の認定を

受けて、株式会社ジャパンバイオファームが実施したふ

らのオーガニックアカデミー事業の5年間にわたる検証

を行った結果、平成24年度以降についての賃貸借契約の

更新は行わないと決定をしたところであります。 

施設の原形復帰の進捗状況についてでありますが、株

式会社ジャパンバイオファームに対しまして、賃貸借契

約どおりに施設の原形復帰の申し出を行い、現在その作

業が進められているところであり、本年度内に復旧作業

が完了すると報告を受けているところであります。 

次に平成24年度以降の跡地計画でございますが、東山

地域振興連絡協議会との十分な協議を進めながら、東山

地域並びに本市の振興発展に向けて努力をしてまいりた

い、このように考えているところでございます。以上で

ございます。 

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。 

11番石上孝雄君。 

○11番（石上孝雄君） まずダムのことなんですけども、

国の方の考えは示されてんですね。水利再編それからダ

ムの一部利用、それからいま市長の言われた道の考え方

がまだ思うような展開になっていないと。それでもずー

っとここ1カ月程度、受益者の説明は随時行ってきてい

る模様であります。 

それから改良区自体は苦渋の選択とはいえども、やは

りこの計画でいかなければパイプラインそれからもろも

ろの施設、そういうすべてが耐用年数を超えてきている。

その中でこのダムの計画というのは、100％受益者の同意

が必要だと。もしこれで 100％受益をとれたとしたなら
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ばですね、当然市も道も進捗に至らなきゃならないんで

はないかなと思うんですけども、この辺はどうですか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 石上議員の御質問にまず経済部

長の方からお答えをさせていただきます。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長原正明君。 

○経済部長（原正明君） 石上議員の再質問にお答えい

たします。 

受益者の皆さんが同意すればというようなお話がござ

いましたけども、先ほどの市長答弁の中で幾つかの課題

があるということを申し上げました。 

それを少し具体的にお話ししたいというふうに思います。 

まず1つ目、430 万トンの貯水能力のあるダムを使っ

て18万トンしかためないということでございます。こち

らについては、国の方では事業上、全額を地元に負担し

てほしいというお話がございます。ただ地元としては、

これについてはなかなか納得がいかないというのがまず

第1点。 

それから今後の工事、事業費の負担の関係であります。 

このダムの水、430万トンの貯水量を18万トンにしたこ

とによって、北海道の条例で地元負担、国、北海道、北

海道の中でもその地元と言われる市町村との負担につい

ての条例がございます。その条例の扱いが市町村に負担

を求めるのか求めないのか、いまのところはっきりして

おりません。この結論を待たないとですね、新たにいま

言われている10億4,500万と言われてますが、この負担

金以外にも負担が発生するというようなことがいま考え

られております。このことについて北海道にも確認をし

ております。北海道については、現在方針をまだ決めか

ねています。いうことでございますので、市としてはそ

れに先行して方針を決定するわけにいかないというふう

に思ってるとこでございます。以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

11番石上孝雄君。 

○11番（石上孝雄君） いまの部長の答えなんですけど

も、新聞等もそうなんですけどもダムに特化して 10 億

4,500 万円、これは違うんですよね。ダムは5億、それ

からパイプラインに5億4,500万ほど。 

そうするとダムはまだ完成でないと、国の意向として

は、完了ですと。完成ではありません。そうするとパイ

プラインはもう完成してるんですよね。このパイプライ

ンの5億4,500万というのは、当然払っていかなきゃな

らないと認識してますか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長原正明君。 

○経済部長（原正明君） 10億4,500万の内訳というこ

とで、ダム本体部分とそれ以外の施設ということで内訳

があることは承知をしております。パイプラインについ

ていま現状使ってるということも承知をしてます。 

ただ市としては、それがトータル関連して完了した段

階で、北海道からの請求を受けてお支払いをするという

流れになっておりますので、先ほどそれをまとめて 10

億4,500万という御答弁をさせていただきました。 

ですからそのパイプライン部分について、全くおかし

いといま言ってるわけではなくて、トータルとしてダム

事業としていかがなものかというなお話をさせていただ

きました。 

この制度につきましては、430 万トンのダムをつくる

んであれば、430 万トンため得ることができるダムが完

成することを前提にできている事業でございますので、

今回については想定をしていないような状況になってい

るというふうに理解をしております。以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

11番石上孝雄君。 

○11番（石上孝雄君） 北海道も富良野市もダムが完成

して引き渡されなければ、10億5,000万程度の負担金は、

払わなくてもいいという認識でいいんですか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長原正明君。 

○経済部長（原正明君） 国営事業の負担金の支払いの

関係ということでございます。こちらにつきましては、

事業が完了した年の次年度に北海道から市町村に対して

請求行為があるというふうにお聞きをしております。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

11番石上孝雄君。 

○11番（石上孝雄君） 次に樹海東小学校跡地の御質問

ですけども、道路の縁に1番古い旧西達布小中学校の体

育館がある。そこは壁のコンクリートブロック、モルタ

ルブロックというんですかそこが完全に大きく取り除か

れまして、シャッターがいまついてます。それから中の

方の床などが約半分か半分以上が取り払われております。

それが現況復帰となるとまた体育館を使うのか壊すのか、

その辺はどうなんですか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

○市長（能登芳昭君） この件につきましては所管の教

育長の方からお答えをさせます。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

教育委員会教育長宇佐見正光君。 

○教育委員会教育長（宇佐見正光君） 石上議員の再質

問にお答えをさしていただきます。 

先ほど御質問ございまして、ちょっと整理をさせてい

ただきたいと思いまして、一昨日、進捗状況、私も作業

を見てまいりました。校舎の方の教室あるいは保健室等

含めてですね、壁等全部いま取りかえ終わってペンキを
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塗る段階に入ってます。それから体育館の方もいま、備

品関係全部取り除かれております。 

それからいまお話のある旧中学校の体育館でございま

すけども、これもいま備品関係、車などもまだ配置され

てますので、これがしっかり整理されてから私ども賃貸

借契約に基づいて原形復旧していただくということが基

本でございますので、そのような形で今後取り組んでい

かれるとこんなふうに思ってます。以上です。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

11番石上孝雄君。 

○11番（石上孝雄君） だいたい教育長と同じような形

で、外見から見て復旧はそのとおりだと思います。ただ

オーガニックアカデミーのですね、いままでお金を使う

のがここが1番使ってんじゃないかなという、最終的な

とこに持ってきて随分お金をかけてるなとそういう考え

であります。 

それから2点目の24年度以降の跡地利用計画なんです

けども、昨年、移動市長室の中で、またことしの議会報

告会の中で地元の振興会それから役員さん方の思うとこ

ろはですね富良野全体よりも東山が高齢化が進んでると、

また西達布の町内会あたりも昔の3分の1ぐらいに減っ

てると、そういうところで何とか地元は話に乗るけれど

も協力はなかなかしていくのが難しい状態だと。ぜひ市

に指導的にこれからの計画を練っていただきたいと、そ

ういう話が移動市長室でもありましたし、議会報告会の

中でもありました。その辺の計画を持ってこれから行っ

ているのか、進捗状況を聞かせていただきたい。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

教育委員会教育長宇佐見正光君。 

○教育委員会教育長（宇佐見正光君） 石上議員の再質

問にお答えをさせていただきますけども、先ほども岡本

議員の中で市長も御答弁しておりますけども、まずは基

本的には地域優先ということで、東山地域連絡協議会の

皆さん方といろいろ具体のものを相談しながら、この後

進めていきたいと思っておりますし、また先ほども御答

弁しておりますけども、いろんなの地域でいろんな芽が

出てきておりますので、それも産業振興にまた結びつい

てきていると確信しておりますので、そんなことも含め

て地域の方といろんな協議をして、この後、進めていき

たいと考えております。以上です。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 以上で石上孝雄君の質問は終了い

たしました。 

次に、日里雅至君の質問を行います。 

17番日里雅至君。 

○17番（日里雅至君） -登壇- 

昨年9月そして12月の定例会で、質問をいたしており

ます中心市街地活性化、東4条街区再開発について、再

度質問をさせていただきます。前段を省略して簡潔にお

尋ねをいたします。また先日の代表質問でも質問があり

ましたけれども、角度を変えて4点についてお尋ねをい

たします。 

まず1点目、温浴施設が計画から除外され、かわる行

政施設、仮称総合こども園に決定した経緯について詳し

くお尋ねをいたします。 

2点目、東4条街区再開発事業、平成23年度第4定例

会以降の進捗状況についてお尋ねをいたします。事業計

画の状況、地権者交渉の状況、資金計画の状況、まちづ

くり会社再開発準備会、地域住民との合意形成状況、法

定協議会との合意形成の状況、北海道と協議状況につい

てお尋ねをいたします。 

3 点目、再開発事業予算の経過と今後の総事業予算に

ついてお尋ねをいたします。 

4 点目は、今後のスケジュールについてお尋ねをいた

します。都市計画決定の変更について、また市民周知と

合意形成についてお尋ねをいたします。 

そして最後に事業完了までのスケジュールについてお

尋ねをいたし、1回目の質問といたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

日里議員の御質問にお答えいたします。 

中心市街地活性化についての東4条街区再開発につい

てでありますが、仮称総合こども園決定に至る経緯につ

きましては、ふらのまちづくり会社から市に対しまして、

行政施設としてのアトリウムなどの設置、取得の提案が

あったところであります。これを受け昨年10月に検討委

員会を立ち上げ、計7回にわたり具体的な行政施設機能

として何を設置すべきか、市の10 年、15 年先の将来を

見据え多角的な視点に立って検討を進めてきたところで

あります。 

その後中心市街地活性化事業推進本部会議におきまし

て、行政施設の設置について、第5次総合計画に掲げる

基本目標、個別目標、推進施策を含め本事業への行政の

かかわりなど課題整理を行い、多方面にわたり検討をし

てまいりました。 

その結果、麻町保育所においては建築から39年、中央

保育所は36年を経過をし、老朽化による建て替えの問題、

さらに今後人口減少、少子化の進行を考えた認可保育所

の再編の問題について、今後の財政状況を踏まえ東4条

街区において認可保育所の設置を検討した結果、認可保

育所の設置について可能であると判断をいたしたところ

であります。 

その後12月8日ふらのまちづくり会社に協議をし、12

月 22 日に市の子育て支援のための保育所の配置案で事
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業が可能であるとの回答を受けたところであります。 

この後、中心市街地活性化事業推進本部会議では、限

られた財源を効率的に運営すること、行政と民間が協働

でまちづくりを進める理念、中心市街地活性化基本計画

の具体策であるまちなか居住を推進するための3世代が

交流する健全なコミュニティの再生を図るべく、国の幼

保一体改革による幼稚園機能を加えた仮称総合こども園

の設置について、建設可能地として総合的に判断をし、

12 月 27 日の庁議において設置方針を決定するに至った

ところであります。 

次に昨年第4回定例会以降の進捗状況についてであり

ますが、事業計画については、現在、ふらのまちづくり

会社及び北海道と協議をしながら、事業認可に向け準備

を進めているところであります。地権者や交渉の状況に

つきましては、21名の地権者から同意を得ており、相続

の手続が未解決の権利者など、引き続きふらのまちづく

り会社では、事業参加の協議を続けていくと報告を受け

ております。 

次に資金計画の状況でありますが、事業主体であるふ

らのまちづくり会社において、検討作業中でありますの

で基本計画との整合性、事業の採算性を含め今後の市費

負担分の協議を進めていく予定でございます。 

次にまちづくり会社準備会、地域住民合意の状況につ

いてでありますが、東4条街区地区市街地再開発事業に

係る再開発準備会の合意形成につきましては、ふらのま

ちづくり会社が1月26日に説明会を開催し、仮称総合こ

ども園構想を説明した中で、参加者全員の合意を得てい

る状況でございます。近隣住民への合意形成につきまし

ては、事業認可申請に向け市民参加手続の中で合意を得

ていきたいと考えているところであります。あわせて活

性化法定協議会におきましても合意形成に向け協議をし

てまいります。 

次に北海道との協議の状況でございますが、事業認可

に向け事前協議を進めておりますが、事業計画の中で温

浴施設が除外されたことに伴い、使用用途及び建設面積

が変更となることから、平成22年7月に決定した都市計

画決定の変更が必要との指導を受け、現在、その手続を

進めているところであります。 

次に再開発事業予算の経過と今後の総事業予算につい

てでありますが、市街地再開発事業補助金として、平成

21年度は2,600万円を執行しております。この2分の1

の1,300万円が国費でございます。平成22年度につきま

しては、地盤調査費、建築実施設計費、権利変換計画策

定費として5,920万円を予算計上いたしましたが、権利

者の相続等の調整が難航したことから、当該年度の予算

執行については全額減額の予算措置をとったところであ

ります。 

このような経過から、本年度につきましては、地盤調

査費、建築実施設計費として2,860万円を予算計上した

ところでありますが、さきに申し上げましたとおり事業

認可申請に至っていないことから、事業実施主体である

ふらのまちづくり会社には、国費は入らない見込みとな

ったところであります。 

しかしながら、事業実施に向け、ふらのまちづくり会

社は継続的な取り組みが求められることから、温浴施設

の除外及び仮称総合こども園を追加したことに伴い、基

本計画及び基本設計の修正を事業認可に向け行わなけれ

ばならないことから、修正作業費は国庫補助対象外では

ありますが、その修正作業にかかる経費の2分の1相当

額を補助する考えてございます。なお、本事業に係る概

算総事業費は、いまのところ約32 億でうち市費は約10

から12億円前後を想定をしているところでございます。 

次に今後のスケジュールでありますが、都市計画決定

の変更につきましては、さきの3月5日に都市計画審議

会に諮問をしているところであり、あくまでも予定であ

りますが、4月には都市計画決定の変更の縦覧、5月には

都市計画審議会の答申を得たいと考えているところでご

ざいます。その後北海道と協議を行い、6 月には都市計

画決定の告示という流れを想定しているところでありま

す。 

次に市民周知と合意形成についてでありますが、これ

からも保護者や幼稚園関係者などとの意見交換会を行っ

てまいりますとともに、商工会議所はじめ、商店街の皆

様、各界各層の皆さんとも意見交換を十分行ってまいり

ます。今後また情報共有と市民参加のルール条例に基づ

きまして、パブリックコメントなど市民参加の手続きな

どを実施してまいりたいと考えているところでございま

す。 

次に事業完了までのスケジュールについてであります

が、平成24年度につきましては事業認可申請、地盤調査

実施設計、権利変換計画の認可申請を9月ごろまでに進

めていくとお聞きをしております。権利変換計画の認可

後は第1期工事として、介護付有料老人ホームの建設に

着手するとお聞きをしております。平成25年度第2期工

事では、東五条の個別店舗及びクリニックの建築着工、

26年度には第3期工事として7階建てマンション棟の建

設に着工するスケジュールであるとお聞きをしていると

ころであります。 

仮称総合こども園につきましては、国の制度改正の動

向を見ながら、26年度から27年度に向けての第3期工

事の中で、着工していきたいと考えているところであり

ます。なお、各種手続で事業認可申請が平成24年度にず

れ込んでいることから、今後は中心市街地活性化基本計

画の変更の手続が必要となるものと考えているところで

ございます。以上であります。 

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。 
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17番日里雅至君。 

○17番（日里雅至君） 12月の定例会において温浴施設

がちょうあいされたというお話を聞きました。そこで具

体的に今後行政としてどういう形の中でかかわっていく

のかというお話をさせていただきました。その中で市長

は、行政課題の中である第5次総合計画であげる福祉関

係のこども園的な施設と、それから3世代交流の場所、

そして市の部署がうつる可能性なども含めてですね、い

ろいろと検討をしていくということでありまして、今回

のこども園というような方向性を示されたわけでありま

す。 

まず1点なんですけども、アトリウムという施設が計

画されておりました。その部分の中で何回か協議をなさ

れて、このアトリウム構想が市としては同意できなかっ

たということであります。その辺の経緯についてなぜ同

意できなかったのかということと、それから3世代交流

の場、それから行政窓口などなどの検討をなされた結果

ですね、こども園になったといった部分をもう少しです

ね、詳しくお聞かせをいただきたいということと、事業

主体がまちづくり会社ということでございますんで、こ

の辺のことについてもですね、まちづくり会社と十分に

精査されたというふうに思いますけども、確認ですけれ

ども、まちづくり会社とはですね、このこども園の建設

についてきちっと同意がされたという理解でいいのか、

お聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 日里議員の御質問にお答えをさ

していただきます。 

1 点目、最初の構想の中で温浴施設はじめアトリウム

的なものも要望の中に入っていたわけであります。現在、

中心市街地活性化計画をたてるという段階の中にですね、

市街地の将来というのは一体どういうふうになっていく

のかということが、市の大きな課題の取り組みになった

わけであります。 

さらにあわせて、昨年、一昨年と住民の動向調査、商

圏商業調査を実施をいたしました。この関係の状況を見

てみますと、この市街地が将来3分の1ぐらいしか経営

者残らんという状況でございました。これは大変なこと

であります。現在もそういう状況の市街地が今後10年た

った場合に、店舗の継続が可能なのかどうか、こういう

ことも行政を預かる者としては、慎重に検討をしなけれ

ばならない1つの課題の取り組みでございました。 

そういう中でまちづくり会社が民間による、全国でも

はじめてであります。率先して中心市街地活性化の構想

を打ち立てたいうことで市の方に報告がございまして、

その構想の中で行政としても将来の展望を考えたときに、

そういう計画を民間と行政が協力してやれるまちづくり

をつくっていかなきゃならん。こういう大きな大義のも

とに進めるという方向づけをつくり、議会にも御報告申

し上げましたとおり、基本計画を策定し、御理解を得た

ところであります。そういう中で基本計画の中で、1つ5

年をめどという制約が補助事業の中にございますから、

それにのっとってやるということで、整備計画について

は事業主体のまちづくり会社が整備計画を立てる。こう

いう状況である。 

国の補助事業についても、国は3分の1、事業主体が3

分の1、市が3分の1、共有できるものです。これはそう

いう補助基準に基づいて補助体制ができてるという中身

であります。そういう状況等を踏まえながらいま御質問

のあった温浴施設については、まちづくり会社自体は相

当検討をした結果そういう方向づけをされたというふう

に聞いておりましたけど、残念ながら昨年の8月にまち

づくり会社が新聞報道をいたした後1カ月後に市の方に

断念するというお話をいただきました。そのときにもち

ろん、中心市街地の東4条街区の中でですね、アトリウ

ム的あるいは行政施設的なものを話がございました。 

私はいま前段で申し上げましたとおり、アトリウム的

なものがですね、富良野市においてもふらっとができた

ときに大きな核になるということで集約施設の大きな役

割を果たすということで、ふらっとが建設をされたとこ

ろであります。 

もう1つは、いま市街地の中で、過日から御質問をい

ただいております災害に対しての場所というので、いま

計画的に小学校、中学校の体育館等の整備を耐震化して

進めておりますけども、そういう施設を今後有効活用す

るということも、これは市街地においてお年寄りなり、

あるいは子供たちの遊び場的に、あるいはことし予定し

ております児童センター的なものも含めてですね、いろ

んな形で集落これからしていかなければならない問題が

たくさんあるわけです。 

私はそういう意味から言いますと市街地にアトリウム

ができて理想は理想として、しかし限られた予算の中に

いま申し上げました公の施設を分散して有効に活用する

ことも考えていかなければなりません。そういう点から

言いますとただいま御答弁さしていただきました保育所

の再編というのは、もう1年半前に第5次総合まちづく

りの関係の中で、市民会議、あるいはまちづくりに関係

する皆さん方の御意見を十分拝聴しながら、総合的にみ

たのが第5次総合計画である。その中で保育所の再編は、

まちの中でやるという状況づくりも生まれてまいりまし

た。 

私はそこで今回のアトリウムの関係についてはいま前

段で申し上げましたことを含めて、これからの富良野の

市街地をそれぞれにぎわいを求める。いまの若い人がお

年寄りの意見を聞いて、子供を育てていく知恵を身につ
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けていただく。あるいはまた、お年寄りの培ってきた伝

統を伝えていただけるような状況づくりをする。そうい

う場を市街地の中にこれから富良野としても設ける必要

性があると、このように強く感じたところであります。 

これからもいま御質問あった中でですね、反対する方も

いるでしょう、賛成する方もいるでしょう。これからそ

れぞれ市民の意見も聞きながら、総合的に私は判断をい

たしたい。それが市民から受けた市長としての負託であ

ります。これは議会の皆さん方にもそのように強くお話

をさせていただきたいとこのように思うとこであります。

内容的にはそういうことを含めて、この総合こども園の

設置に至る経過として御説明をさせていただきました。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

17番日里雅至君。 

○17番（日里雅至君） 今後もそういった形の中で事業

主体がまちづくり会社だといった中で、その辺の合意の

確認といいますか、その辺のお答えがなかったんでお聞

かせをいただきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 答弁が漏れてましたので、おわ

びしながら御答弁させていただきたい。 

まちづくり会社と御協議をさしていただいて、先ほど

も答弁の中でるるお話をさしていただきましたけども、

同意を得ました。その旨御報告をさせていただきたいと

思います。 

○議長（北猛俊君） 17番日里雅至君。 

○17番（日里雅至君） 私は9月にですね、保育所の統

合による、その改築の件について御質問をさせていただ

きました。そのときにはですね、25年度用地の買収、実

施設計委託、26年度に建設整備を行うといった部分の中

で、国の動向を注視して富良野市子ども子育て支援地域

連絡会議などを開催して、庁内に市立保育所再編につい

ての立ち上げをして、整備の計画策定、用地取得、高齢

化の進む中、中心市街地の活性化などにも考慮して設置

の場所を選定するというようなお答えをいただいてます。 

そういった部分の中では、流れ的にはこういう形の流

れなのかなというところは理解をするんですけども、代

表者の質問にもありましたように、なぜあそこなのかと

いうような御質問もあったりですね、私のところにもで

すね、いろいろとお手紙をいただいたり、電話をいただ

いたりした形の中で、中心市街地になんで保育所なんだ

といった部分の中で、問いかけがきております。 

多角的視点に立っていろいろと検討した中で、中心市

街地の活性化、そして保育所の建て替え、保育所の再編、

こども園、相反するといったら語弊がありますけども、

中心市街地の経済の切り口、それからこども園含めて保

育所は福祉の切り口といった部分の中で、まして民間と

の協働事業といった部分の中で大変、市長以下皆さん御

苦労をされているというふうに理解をしますけれども、

そういった方々がですね、いま言われたなぜなんだと言

ったところを再度ですね、御説明をいただければなとい

うふうに思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 日里委員の再質問にまたお答え

をさしていただきますけども、なぜなんだとこういう御

質問であります。 

私は、先ほどから前段で申し上げましたとおり、市の

まちづくりというのは、市民の方々の反対もあるでしょ

う。あるいは賛成もあるでしょう。将来の展望も考えな

がら、行政の推進をしていかなければならない。そうい

うことを考えますと、前段で申し上げました富良野の市

街地はこれから 10 年において、商業経営者が 3 分の 1

しかいなくなるんです。こういう状況をどうやって打開

していくかということなりますと、交流人口をまずふや

していかなければならない。 

それから2つ目には、いまやっている商業者が、3分

の1しか継続してやらないということであれば、これは

あと3分の2をどうやって継続させるか新しい人に出る

か、あるいは新しいものに変えていくか。こういうこと

がいま、市の方で、中小企業審議会の方で御答申をいた

だいているところでありまして、これについてもことし

から並行して、この対策をやっていくということにいま

進めているわけであります。 

ですから、計画は10年の計でもちろん考えていかなけ

ればならないし、いま御質問あったなぜそこにするかと

いうことは、1つには私は、まちの中にやはり2回目で

ございますけども、お年寄りやそれら子供に携わる方々

の先輩として、まちの中に来たときによっていただいて、

そして自分の培った知恵なり伝承なりを伝えていただく

場としても大きな位置づけを示してくれるだろうと。私

はこれからの保育のあり方というのは、ただお預かりを

しているという時代ではありません。 

ですから国としても仮称総合こども園ということで、

いま政権政党で委員会で決定をし、14年度をめどに実施

をするような、全部やるということで過日新聞報道がご

ざいました。私はそういう意味で、行政はやるのは、や

はりそういう策をきちっと見立てて、富良野の市街地が

さびれないような状況づくりをつくっていくこと。これ

も1つ、それぞれいま保育所に入ってる方も理解をして

いただきたいなと、それでないと確かに環境的なものは

富良野ばかりではありません。それぞれ類似の市町村に

おいても、1 つの大きな悩みとしては、市街地にどうや

って子供たちを参加できるような状況づくりができるか

ということで、それぞれの市町村で一生懸命この問題に
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はかかわってるわけであります。ですからきのうから代

表質問を含めて答弁させていただいておりますけども、

入所している方々はもちろんでありますけども、それ以

外の市民の方々に明確に4月から本格的にそれぞれの階

層別にお話を聞く、団体とも話をして富良野の将来の市

街地が本当にどういう形が望ましいのか。これをやはり

問うてみたいとこのように考えてるとこでございますの

で、そういう意味で仮称総合こども園をあそこの位置に

決定をするような状況づくりをしたいという状況でござ

います。 

○議長（北猛俊君） 17番日里雅至君。 

○17番（日里雅至君） いまこども園の設置場所含めて

市長のお考えをお聞きいたしました。いろいろ保育所関

係の方から観光客だとか車が多い部分で危険じゃないか

とか、園庭が狭いんじゃないかとか、いろいろとその御

心配をいただいているというふうに私は思っております。 

一応この間、都市計の方で配置図というものをちょうだ

いいたしました。これを見る限りですね、例えば狭さの

関係ですとか、安全安心の部分含めてですね、これは工

夫をすれば何とかできるじゃないかというような気もし

ております。 

そういった意味でいろんな方とお話をされて、そうい

った部分を含めて十分にお話を聞いて、みんなで知恵を

出し合って建設に当たって努力をしていただければとい

うふうに思いますけども、その辺についてはいかがでし

ょうか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 過去にですね、保育所というの

はいろんな形がございました。現在、麻町と中央にある

わけでございますけども、これからの10年の富良野の人

口衰退というのはもう既に議員の各位御承知のとおりと

思います。出生率がかなり落ちています。 

ですから、総合的に富良野の出生率、いま200人いく

かいかないぐらい。将来は150人割るでしょう。いま富

良野に幼稚園含めてですね、多くのそういう状況がござ

います。これは行政が独占してやるわけにはいきません。

それぞれ幼稚園の方々も今日まで一生懸命子供の育成に

御協力をいただいた。そういう形の中で幼稚園に対して

も、同様なそういう状況づくりをするという形の中でで

すね、当然面積的なものは、幼児が減るわけですから、

定員の定数も大幅に減少しなければなりません。 

こういうことを総合的に判断した中で、いま御質問あ

った中でですね、それぞれ検討するところは検討しなが

ら、交通安全の関係については、交通安全の状況を十分

位置づけの中で考えていかなければなりませんし、駐車

場についても、当然そういう配慮をこれから考えていか

なければならないと。そのようにいま感じているとこで

あります。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

17番日里雅至君。 

○17 番（日里雅至君） 予算の関係でありますけども、

先ほど総予算が32億と、市費が10億～12億ですか。 

そういった部分の中で御提示がありました。 

事業主体がまちづくり会社でありまして、この配置図

によると1街区、2街区、3街区といった中で、先ほども

スケジュールの部分の中では、順次年度で取り組んでい

くということでございますけれども、この32億というと

ころの内訳というんですかね、大きくで結構ですので、

その辺のところをお知らせいただければ、積み上げた根

拠なんかをお知らせいただければというふうに思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

○市長（能登芳昭君） 詳細は経済部長の方からお答え

をさしていただきます。 

○議長（北猛俊君） 経済部長原正明君。 

○経済部長（原正明君） 日里議員の再質問にお答えさ

せていただきます。 

事業費の積算の概数、概略ということだと思っており

ます。こちらにつきましては、平成21年度から事業を執

行しておりまして、そちらにかかる経費から最終的な総

事業費ということで考えているところでございます。こ

ちらにつきましては、調査設計費、それから基本設計、

地盤調査、それと権利変換、それから土地の整備費、そ

れから建築費というようなことでの総事業費というふう

に考えてございます。 

失礼しました。特に市の事業費というか、10億から12

億というようなことでございます。こちらにつきまして

は、地盤設計それから建築設計それから総合こども園に

かかる建築費、それといわゆる事業的に共有部分にかか

る3分の1の補助ということをあわせたものということ

でございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

17番日里雅至君。 

○17番（日里雅至君） 1、2、3ってありますよね。そ

の中で福祉施設だとか、こちらにはこども園があって、

それからこっちは、第1の部分については商業開発ビル

が立ち並ぶというようなことで、それぞれの部分の予算

っていうのはどういうふうになっているんですかという

ことなんです。積み上げなければ、32億という金額って

いうのは出てこないはずだと思うんですよ。その辺のと

ころ、ちょっと明らかにしていただければまた一段と納

得できる話になるのかなというように思います。 

○議長（北猛俊君） 答弁調整のため暫時休憩いたしま

す。 

─────────────── 

午後 1時54分 休憩 
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午後 2時04分 開議 

─────────────── 

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

休憩前の日里雅至君の質問に御答弁を願います。 

経済部長原正明君。 

○経済部長（原正明君） 日里議員の再質問にお答えい

たします。 

先ほど街区ごとの事業費の積算ということございまし

たが、再開発事業上、包括積算ということで、個別に積

算をしているわけではございません。まずこれを御理解

をいただきたいということが第1点でございます。 

それで、32億の内訳でございます。調査設計計画費と

いたしまして、2億2,500 万。それから土地の整備費と

して、4億3,600万。それから共通の建築工事費として、

19億3,200万。そのほかに事務費等で7,800万。道路交

換金と言われるものが4,500万。それに保育所、総合こ

ども園が加わったものが約 32 億ということでございま

す。 

その内訳として、市の負担が10億から12億になる予

定ということで、今後、年度ごとにその事業費が確定を

していくということで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 17番日里雅至君。 

○17番（日里雅至君） こども園については床の取得と

いうことの話になるということですよね、わかりました。 

それからですね、ことしの2,850万の、12月にもですね、

質問してですね、3 月までに執行すると。それに全力を

尽くすみたいなお話がありましたけども、今回補正でも

その辺の関係は出てきていませんし、3月31日までに執

行するという理解でよろしゅうございますか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います経済部長。 

○経済部長（原正明君） 昨年12月の第4回定例会で補

正も出てくることが予想されるということでお話を申し

上げました。 

これにつきましては、再開発事業の認可を受け、その

後に、建築設計、地盤調査ということを進めるときに、

補正が必要になるというようなお話をさせていただきま

したが、先ほど市長答弁にもありましたとおり、認可申

請が都市計画決定の変更が必要だということで北海道の

指導を受けておりますので、年度内に認可が受けられな

いということに、いま、なってきている状況にあります。 

そのことからこちらについては、今後、まちづくり会

社の事業、今後の認可申請に向けた変更、温浴施設がな

くなったこと、それから総合こども園を入れることによ

って、書類等の整備が必要になってまいりまして、いま

継続して進めておりますので、先ほど市長が答弁させて

いただいたとおり、それに係る経費の2分の1相当分を、

補助金として執行させていただくというふうに考えてお

ります。以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

17番日里雅至君。 

○17番（日里雅至君） 代表質問の中でもですね、お話

がありましたけれども、民間がやるからスピード感が必

要だと。そのネーブルタウン構想の部分の中で、再開発

の中で必要だというふうにお話がありましたけれども、

スピード感は逆に行政の方が私はあるのではないかとい

うふうに思っております。計画実施に向けて非常に努力

をし、市はまちづくり会社の期待にこたえるべくですね、

準備を進めているというふうに思っております。 

ここ2年間、いまの予算の関係も減額に近いような形

が2年間続いているといった部分の中では、権利者の皆

さんとの調整がうまくいってなかったり、温浴施設が変

わっちゃったりというような形の中で、なかなか事業主

体であるまちづくり会社の顔が見えてこないような状況

が私はあるんじゃないかと、マルシェについては全国的

に注目を浴びて、次のステップに移るこの大事な時期に

そういった部分含めて、事業主体であるまちづくり会社

の軸足が何かゆらいでるのかなといった部分の中で、ぜ

ひこの辺の部分について、行政含めて支援なり知恵をさ

づけるなりいろいろな形の中で、一緒に力をあわせてや

っていかなければならないというような状況だと思うん

です。 

そういった部分の中で、市長をはじめ皆さん方の御指

導といいますか、御支援をいただきたいというふうに思

うんですけどその辺のことについて市長、どうお考えで

すか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 日里議員の再々質問にお答えを

さしていただきます。 

私は、まちづくりの中で行政が主体になるとまた行政

が主体、あるいはまた、民間だけでやるといま御指摘ご

ざいました民間の進み具合、あるいは権利交渉というの

はなかなかこれは、相手のあることですからそんな区切

ってやるということはなかなか難しいというふうに私は

判断しております。 

ですからそういう、例えば年限を切られてやるという

ことであれば、ある程度そういう要件を付帯しながら、

延期をするような手続はないとは言えないというふうに

私も判断しております。事情によっては、少し延ばして

やれる可能性もあるんではないかという判断をしており

ます。 

ですから、いまお話ありましたとおり、富良野に住ん

でこれからもやはり、富良野のまちというものを愛する

人たちが、富良野に住んでいただいてるわけですから、

これは住んでいる方々がやはりまちの活性化をどう構築

していくかということで、参画をしていかなければなら
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ないというふうに思います。 

そういう観点から申し上げますとまちづくり会社とい

っても、複合的に本職を持ちながら、市民のため、ある

いは市商店街のため含めて頑張っている企業の皆さん方

のその努力というものを行政としても御支援を申し上げ

ていかなければならないというのが私の考え方でありま

す。 

ですから、これからの市街の発展というのは、基幹産

業の農業とあわせて考えていかなければない富良野市の

大きな課題の取り組みであります。どの・・・まちの発

展はないわけでございますから、総合的にそれをどう市

民を巻き込んだ中で、まちづくりをしていくということ

が私は1番大事なことではないかとこのように思います。 

繰り返しお答えをいたします。まちづくり会社につい

ては、市は基本計画をつくりました。実施計画について

は、それぞれまちづくりが実施するわけでございますか

ら、それらについては、御協力をやっていくということ

をこの機会に改めて申し上げたいとこのように思うとこ

でございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 以上で日里雅至君の質問は終了い

たしました。 

───────────────────────── 

散  会  宣  告 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 以上で本日の日程は終了いたしま

した。明9日の議事日程はお手元に御配付のとおり、渋

谷正文君、黒岩岳雄君の一般質問を行います。 

本日はこれをもって散会いたします。 

 

午後2時13分 散会 
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